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巻頭言

再び「倫理」が担う教養教育の可能性について

会長及川良一（東京都立三田高等学校長）

一昨年、政府のグローバル人材育成推進会議は、グローバル人材の概念を3つの要素にまとめた。

要素Iは語学力・コミュニケーション能力、要素Ⅱは主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔

軟性、責任感・使命感、要素Ⅲは異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティーである。

さらに幅広い教養と深い専門性、課題発見・解決能力、 リーダーシップ、公共性や倫理観もあげてい

る。言うまでもなく、グローバル人材＝英語ができる人ではない。学習指導要領に示されるように、

外国語教育等の充実ばかりでなく、言語活動、伝統や文化に関する教育、道徳教育、体験活動の充実

等を通して育成が図られるものだ。

教育再生実行会議第三次提言は､グローバル化へ対応した大学改革がメインテーマだが、 「社会を牽

引するイノベーション創出のための教育・研究環境づくり」として、高い技術力、発想力、経営力な

どの複合的な力を備え、新たな付加価値を生み出していく人材の育成のため、 自然科学・人文社会科

学の基礎的素養、考える力、表現力などの幅広い素養、さらには芸術等の文化的素養を育成するため、

教養教育を充実するとある。 1991年の大学設置基準の大綱化以来、大学から教養教育が消えたが、こ

こにきてグローバル人材育成の観点からその意義が見直されているのだ｡国際教養学部､リベラルアー

ツ科等の新設や、入試の大くくり化（入学時に専門を分けない)、入学後の主専攻・副専攻制といった

取り組みはそれを物語っている。

こうしたグローバル時代における教養教育は､高等学校教育においてはどうあるべきか。 「天災は忘

れた頃にやってくる」との警句で知られる地震学者で随筆家の寺田寅彦は天災に対しては、想定にと

らわれず、それを超えた事態を想定する、そういう想像力が必要で、それには「普通教育」が欠かせ

ないという意味のことを『津波と人間』の中で言っている。学校教育法第50条に、高等学校の目的は、

中学校における教育の基礎の上に「高度の普通教育及び専門教育を施すこと」とある。実は、この「高

度の普通教育を施す」というのは、現行の新制大学以前は教養教育を担っていた旧制高校の目的とし

て掲げられていた。つまり、高等教育の目的であった「高度の普通教育｣が後期中等教育の目的となっ

たのだ。こうした経緯からすれば、高大接続というのは普通教育から教養教育への接続と捉えること

ができる。大学設置基準の大綱化当時の中央教育審議会大学分科会は教養教育の理念を「学問のすそ

野を広げ、様々な角度から物事を見ることができる能力や、 自主的・総合的に考え、的確に判断する

能力、豊かな人間性を養い、 自分の知識や人生を社会との関係で位置づけることのできる人材を育て

ることである」と答申で述べている。グローバル化が進みサステイナビリテイの実現が求められる現

代は、細分化された専門知を結び合わせる総合力、想像力が一層求められ、普通教育、教養教育の意

義はますます高まっている。

しかし、普通教育の現状はどうか。生徒の多様化に対応し、学習指導要領改訂の度に、普通教科科

目は縮減されてきた。さらに推薦･AO入試等いわゆる非学力選抜や少数科目入試の拡大に伴い、受

験科目以外の科目を軽視する風潮が拡大するなど、普通教科科目の学びの幅は狭まっている。とはい
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え、今更拡大の方向に舵を切るのは現実的ではなく、学習指導要領改訂の主旨にあるように、高校生

の興味・関心や進路等の多様性を踏まえ、必要最低限の知識・技能と教養を確保するという「共通性」

と、学校の裁量や生徒の選択の幅の拡大という「多様性」のバランスに配慮して、普通教育の充実を

図るしかない。

この「共通性」の観点から、中教審高等学校教育部会で示されたのが、 「高校教育のコア」だった。

全ての生徒に共通に身に付けさせるべき資質・能力をコアとし、 このうち、基礎的・基本的な知識・

技能と思考力･判断力･表現力等の客観的な評価の対象としやすい部分について到達度を把握する｢高

等学校学習到達度テスト （仮称)」が提言された。そのテストの成績を、例えば就職や推薦・AO入試

等で、 自らの学力を証明できる仕組みとすることによって、主体的に学ぼうとする意欲と態度につな

がることが期待される。知識や情報がグローバル化し、 日進月歩の発達を遂げる知識基盤社会にあっ

ては、主体的に学ぼうとする意欲、態度とともに、幅広い知識と、それらを活用する柔軟な思考力や

的確な判断力といった「生涯にわたり学習する基盤」となる力が不可欠だ。

一方、中教審大学教育部会は、成熟社会を迎え予測困難なこれからの時代に、より良く生きるため

に不可欠な力である「学士力」を培うことが必要であるとしている。 「学士力」とは、答えのない問題

に解を見出していくための批判的、合理的思考力、チームワークやリーダーシップを発揮して社会的

責任を担いうる倫理的、社会的能力、総合的かつ持続的な学修経験に基づく創造力と構想力、想定外

の困難に際して的確な判断をするための基盤となる教養、知識、経験等である。既述したグローバル

人材に求められる資質・能力と全く重なる。つまり、知識基盤社会、グローバル時代において、高等

学校教育に求められている「生涯にわたり学習する基盤」と、学士課程教育において求められる「学

士力」の中身は共通している。 この意味からも、高大接続は、入学者選抜の方法を含め、普通教育か

ら教養教育への接続という観点から捉える必要がある。グローバル化や少子・高齢化の急速な進展へ

の対応から、教育において人材の質を飛躍的に高める必要があるとし「高等学校教育の質の確保・向

上」と「大学の人材育成機能の抜本的強化」と併せ、その接続の仕組みとして「能力・意欲・適性を

多面的･総合的に評価しうる大学入学者選抜制度への転換」を掲げた教育再生実行会議第四次提言も、

高等学校教育の質の向上のために、生涯にわたって学習する基盤が培われるよう、主体的に学ぶ習慣

と文系・理系を問わない幅広い教養を身に付けさせることを求めている。普通教育の充実が高校教育

の質の確保につながると言っているのだ。

こうした高等学校教育の現状、高大接続問題を踏まえ、科目「倫理」の果たす役割をどうとらえる

か。このことに関する私見は折に触れて述べてきた。繰り返しになって恐縮だが、 「倫理」が高等学校

教育において担っている教養教育の側面を改めて強調したい。哲学や文学の古典に触れ、哲学・倫理

思想やさまざまな言説を素養として身に付けるという意味の｢教養教育｣ばかりではない。 「哲学｣は、

そこから分化していった諸科学を総合するものである。同様のことを「倫理」が担っているのではな

いか。すなわち、他の教科・科目を総合する役割だ。これまでの学習歴の中で、教科・科目を通して

身に付けてきた知識や知見を総合しながら倫理的課題に向き合わせ、 自らの生き方の探究へと誘う役

割を果たし得るのが「倫理」ではないかと考える。知を総合し対象化する営みは「学ぶ」ことの意義

や意味を実感させ、更なる探究心を呼び起こす。 このような「学び」こそが、人格の陶冶を促してき

たのではなかったか。また、 「倫理」は、高等学校における道徳教育、すなわち「人間としての在り方

生き方」に関する教育の中核的な指導場面として、特別活動や「現代社会」とともに位置づけられる。
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「人間としての在り方生き方」については、 「在り方」=｢sein｣、 「生き方」=｢sollen」として説明

される。 ドイツ語は使っていないが、学習指導要領総則の解説はまさにそうなっている。昔から「倫

社」や「倫理」に対して、 「難解な思想史学習に陥っている｣、 「生き方を考えさせる科目になっていな

い」といった批判があった。 「倫理」の教科指導の方法原理はあくまでも「先哲の思想を手掛かりに」

である。だとすれば、科目「倫理」の基本はじっくりと「在り方」=｢sein」を学習することだ。それ

が「教養」を身に付ける事であり、それなくして「生き方」=｢sollen」は導き出されない。アナクロ

ニズムの誹りを免れないがあえて言いたい。 「倫理」がもつ「教養」の意義を考えるなら「倫理」を必

修にすべきである。
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I 平成25年度都倫研総会ならびに第一回研究例会

2013 (平成25)年6月3日 （月）
凸

東京都立三田高等学校

次第

1．開会(14: 15)

会長東京都立三田高等学校長及川良一2．挨拶

3．総会(14:20～14:40)

(1) 平成24年度会務報告（資料1）

(2) 平成24年度決算報告並びに会計監査報告（資料2）

(3) 平成25年度役員改選並びに事務局構成審議（資料3）

(4) 平成25年度事業計画案審議（資料4）

(5) 平成25年度予算案審議（資料5）

4．研究例会(14:50～16:45)

(1) 平成24年度の研究活動の総括

(2) 平成25年度の研究主題と研究体制（資料6）

(3)講演 「公民科教育の課題と今後の在り方について」

帝塚山学院大学教授工藤文三先生

5．事務連絡（16：55）

6．閉会（17：00）
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(資料1）平成24年度会務報告

1 研究成果の刊行 「都倫研紀要」第51集刊行

2総会並びに第一回研究例会平成24年6月4日 （月） 会場東京都立三田高等学校

（1）平成24年度総会

（2）平成23年度研究活動の総括及び平成22年度研究活動について

（3）講演 「現代倫理と道徳教育」 立教大学教授河野哲也

3夏季研究協議会平成24年8月28日 （火） 会場東京都立立川高等学校

(1)読書会：上野修『スピノザの世界』 （講談社現代新書）

レポーター：東京都立立川高等学校菅野功治

(2)実践交流会

4 ワークショップ「フランスと日本の高校における哲学教育の現在」 （ベルクソン科研と共催）

平成24年10月16日 （火）

場所：法政大学九段校舎3階遠隔講義室

報告者：アンヌ・ドゥヴァリユー（カーン大学)、 クレール・マラン（セルジー、カストラー高校)、

菅野功治（都立立川高校)、和田倫明（産業技術高専）

会場東京都立六本木高等学校

東京都立六本木高等学校宮路みち子

5第二回研究例会平成24年11月12日 （月）

(1)公開授業 「水資源とその利用」

（2）公開授業についての研究協議

（3）講演 「和辻風土論と武士の思想」 東京大学大学院教授菅野覚明

6冬季研究協議会平成24年12月26日 （水） 会場首都大学東京秋葉原キャンパス

(1)読書会：ルソー『人間不平等起源論』

レポーター：東京都立荒川商業高等学校伊藤昌彦

（2）実践交流会

会場東京都立小山台高等学校7第三回研究例会平成25年2月4日 （木）

（1）公開授業 「自然権と社会契約」 （1学年「倫理｣）

東京都立小山台高等学校島倉 望

(2)公開授業についての研究協議

(3)講演「原発事故と技術の哲学」 東北大学大学院文学研究科准教授直江清隆
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(資料2）平成24年度決算・監査報告

総括の部

(単位：円）

収入の部

支出の部

上記の決算報告は、正確かつ適正であることを証明します。

会計監査町田 紳（東京都立八潮高等学校）

本間恒男（東京都立福生高等学校）

－7－

収 入 支 出 残 額

1,186,706 439，531 747，175

科 目 予 算 決 算 備 考

会 費 100,000 120,000 個人会員からの会費

研究奨励費 300,000 300,000 教育研究奨励費

補助金 1 200,000 200,000 上廣倫理財団より援助

補助金 2 30,000 30,000 自動車教育振興財団より援助

雑 収 入 0 44 利息・寄付金

繰 越 金 536,662 536,662

会 計 1,166,662 1,186,706

科 目 予 算 決 算 備 考

研究大会及び

研修会
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2，000
－1■■1■■一一ロ■■－4■■ー1■■一q■■4■■q■■一4■■1■■1■

10，000

247,000

167，000
＝。■■一－4■■1■■1■■一一一一一一一4■■一一1■

0

草
画
■

－
０
－
０
－

－
２
一
一

一
３
’
’

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

”
・
■

15，020

182,340

講演・発表・公開授業謝金

■
早
■
■

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
費
一
一

一
場
一
鼬
一
一

一
〈
云
一
〈
云
一
一

一
会
一
議
一
一

一
柵
一
柵
一
鰐
一

一
研
一
研
一
文
一

己
一
一
・
大会案内郵送費、通信連絡費

調査研究 会議費
＝q■■ロ■■ロ■■1■■1■■1■■I■■I■■1■■1■■ー1■■ーーー1■■1■■ー1■

消耗品費
一一一一一一一一一一一－一一一一一一一q■

通信運搬費

小計

■■ーーーーーー

20，000
－一一一一一一一一一q■

1,000
■■q■■』■■q■■一一一1■■ 1■■ー1■■1■■1■■q■■ーq■■1■■1■

5,000

26,000

《
■

０
－
０
－
０

－
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
室
■

0

＝一一q■■1■■1■■1■■q■■－1■■』■■一一一一一一一一一一q■■－－－1■■Ⅱ■■1■■1■■ー1■■1■■q■■ーーーー－－p

文具等
■■一一一一ー一一一一.■■q■■－1■■q■■－－1■■1■■一一－一q■■一一一一一一一一一ーﾛ■■1■■1■■一一Ⅱ■

郵券、宅配便

成果の刊行 印刷製本費
■■ー■■■一一q■■q■■』■■1■■1■■1■■1■■1■■ーーq■■1■■』■■1■■ I■

資料代
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一q■

通信運搬費

小計

270，000
＝－－－－－－－－－ーーーーーーー‐

15,000
■■1■■ー1■■ー－1■■ 1■■ 1■■q■■1■■1■■一q■■1■■I■■4■■1■

15，000

300,000

193，600
＝一一一一一一一一一一一一一一一一一

4,137
■■I■■－1■■一一一－－1■■1■■－1■■1■■1■■ーq■■I■

28,680

226,417

紀要
□
■
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一

一

一

一
一
一
一

一

一
一
一
一
・

紀要送付

計 573,000 408，757

事業費事務局費

予備費

50,000

543,662

10,604

20，170 慶弔費・慶弔旅費

合 計 1,166,662 439，531



（資料3）平成25年度役員・事務局構成

1 ．役員

2．事務局

3．顧問
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役 員 氏 名 （所 属）

会 長 及川良一（三田）

副会長 山本正（山崎）

常任幹事

立石武則（練馬工)、渡辺範道（都教育庁)、大谷いづみ（立命館大学)、
工藤文三（帝塚山学院大学)、本間恒男（福生)、増渕達夫（都教育庁)、
西尾理（国分寺)、廣末修（高島)、小泉博明（文京学院大学)、渡邉安則（大山）
村野光則（東大附属)、和田倫明（産業技術高専荒川）

、

幹 事
石塚健大（芝)、岡田信昭（西)、上村肇（蒲田)、黒須伸之（足立)、
幸田雅夫（玉川聖学院)、坂口克彦(豊多摩)、富塚昇（青山)、三森和哉（目黒)、
宮澤眞二（武蔵)、宮路みち子（六本木）

会計監査 町田紳（八潮)、黒須伸之（足立）

事務局長 和田倫明（産業技術高専荒川）

研究部

部長

副部長

渡邉安則（大山）

渡辺洋（墨田川）
松島美邦（山崎）

菅野功治（立川）

広報部

部長

副部長

村野光則（東大附属）

坂口克彦（豊多摩）
宮路みち子（六本木）
伊藤昌彦（江北）

会 計 本間
一

男（福生）

事務局員
富塚昇（青山）
三森和哉（目鼻
石塚健大（芝）

顧 問

岡本武男、増田信、尾上知明、井原茂幸、嶌森敏、沼田俊一、山口俊治、

勝田泰次、永上騨朗、G. コンプリ、伊藤駿二郎、菊地尭、杉原安、

小川一郎、秋元正明、木村正雄、中村新吉、坂本清治、宮崎宏一、

成瀬功、小川輝之、細谷斉、佐藤勲、大木洋、小河信國、小嶋孝

海野省治、蛭田政弘、新井徹夫、平沼千秋、喜多村健二、井上勝、

、

水谷禎憲、辻勇一郎、原田健、平井啓一、新井明、山口通、葦名次夫、

佐良士茂、多田統一



(資料4）平成25年度事業計画

1 研究成果の刊行「都倫研紀要」第52集の刊行

会場東京都立三田高等学校2総会ならびに第1回研究例会平成25年6月3日 （月）

3研究例会の開催

◇第2回平成25年10月～11月（交渉中）

◇第3回平成26年2月 未定

4研究協議会年2～3回程度開催予定
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(資料5）平成25年度予算（案）

収入の部

支出の部
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科 目 予 算 備 考

会 費 100，000 個人会員からの会費

研究奨励費 300,000 教育研究奨励費

補助金 1 200,000 上廣倫理財団より援助

補助金 2 30,000 自動車教育振興財団より援助

雑 収 入 0 利息・寄付金

繰 越 金 747，175

会 計 1,377,175

科 目 予 算 備 考

研究大会及び
研修会

諸謝金
■■1■■ー■■■一一一一ーー一一一一一一一一一一

借料・損料
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝

会議費
ーー一一1■■I■■ー1■■1■■一一一4■■4■■一一一一一．■

消耗品費
ーーー1■■ーー一一一一一一一一一一一一一口

通信運搬費

小計

一一一一一

200,000
－一一一一一一一一一一一年

15,000
‐ーーーーーー一一一一一一一一一ーq■

20，000
■■1■■ 1■■1■■ I■■一一－1■■。■■ー1■■1■■ー1■■1■■1■■1■

2，000
■ 1■■ 1■■q■■一一一一ーーq■■ー1■■ 1■■。■■1■■1■■ 1■

10，000

247,000

講演・発表・公開授業謝金
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■
凸
と
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一
一
一
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一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
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一
一

一
一
一
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一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
費
一
一

一
一
営
一
一

一
場
一
運
一
一

一
〈
云
一
今
云
一
一

一
会
一
議
一
一

一
例
一
協
一
等
一

一
究
一
究
一
具
一

一
研
一
研
一
文
一

一
守
口
』
大会案内郵送費、通信連絡費

調査研究 会議費
ーー1■■1■■1■■ーーー1■■一一一一1■■4■■ー1■■一■■■ q■

消耗品費
■■q■■－1■■1■■4■■1■■q■■一一一一一一一一一一一q■

通信運搬費

小計

■
口

０
－
０
－

０
－
０
－

０
－
０
－

，
一
勺
一

０
－
１
－

２
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
・
・

5,000

26．000

ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

文具等
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

郵券、宅配便

成果の刊行 印刷製本費
■■ 。■■一一q■■ーー1■■一一一一一一一一一一一‐

資料代
■■一一一一q■■ 1■■ q■■一一一一一一一一一一一ー

通信運搬費

小計

270，000
＝1■■ 1■■一一一q■■1■■1■■一一一．■■ー1■■－1■■ q■

15，000
ー一I■■一一一－4■■q■■ 1■■ 。■■一一■■■ー1■■4■■1■

15,000

300,000

紀要
＝一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一ー一－一一一一一一一一一一一一一口

＝一ー一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一4■

紀要送付

計 573，000

事業費事務局費 50，000

予備費 754,175

合 計 1,377,175



(資料6）平成25年度研究主題と研究体制

〔本年度の研究主題〕

現代の社会について主体的に考察させ、理解を深めさせるとともに、人間としての在り方生き方に

ついての自覚を深め、よりよい生き方を求める意欲を高める指導の研究

〔研究主題設定の趣旨〕

新学習指導要領を受けて、高等学校の生徒が自己の在り方や社会的なかかわりに悩み、 さまざまな

課題に直面するという観点から、生徒の関心や悩みに対応して在り方生き方の探究や自己の確立を支

援することを想定した主題を過去3年にわたって設定してきた。このような主題は継続的に発展させ

ていくべきものであろう。そこで、研究主題の骨子は大筋で継続性を重視して、新たな観点を加えて

設定するものとしたい。

今回の改訂では、 「知識基盤社会の時代」であるという時代認識に立って「生きる力」の必要性が示

されている。体験に基づく課題解決的な学習においても、その基盤となる知識、概念の重要性が認め

られている。とはいえ、ただ学習によって手に入れられる知識が重視されるのではなく、生徒自身の

体験や社会的なかかわりをふまえた知識・理解が求められている。さらに、現代社会と倫理において

高校生の発達段階にふさわしい道徳教育の充実も求められている。 「生きる力｣を養うために必要な知

識・概念の習得に加え、小・中学校の内容とも連携した道徳教育を実践することが必要とされてくる。

「生きる力」については、やはり現在の社会で過剰なまでにあふれている情報や、複雑で込み入っ

た社会等の状況に対処していくための知識や技能を身につけることが重要な課題となる。あふれてい

る情報を適切に処理し判別する能力、つまり情報リテラシーを高めることはもちろんだが、そこにあ

る課題を認識し、課題解決のための方策を見いだす力も求められることになる。こうした力を養うた

めには、基礎・基本に相当する知識・技能をしっかりと身につけ、そのうえで身につけた力を活用し

ていく方法を学ぶことが必要である。ここに述べた知識・技能とその活用方法を、授業においてどの

ように育成していくかを実践研究を通じて探究していくようにしたい。

道徳教育との関連については、 「人間としての在り方生き方に関する教育｣としての道徳教育が目指

されている現在、単純な徳目の教授や行動の形成にとどまらない、より深い心の育成や意欲・態度の

形成が必要だと考えられる。そのためには、先哲の思想を学ぶことを通じて人間にとって何が大事な

のかを考察することを基本に据えて､それらの思想が現代のわれわれにとってどのような関連を持ち、

導きの糸として何を示してくれるのかを偏りのない幅広い視野に立って考察できるように学習内容を

構成し、提示していくことが授業を担当するものとしてのわれわれの課題となる。この課題に対して、

小・中学校で行われている道徳教育の現状をもふまえながら、生徒の心情や倫理・道徳的感覚に働き

かけることができる指導方法の探究を進めていきたい。

公民科は、生徒個々の主体的な学習が「平和で民主的な国家社会の有為な形成者」になることを目

標として掲げている。この「有為な形成者」の資質として、 「生きる力」や道徳性がある。さらに当然

のこととして課題追究・解決能力や基礎・基本となる知識・理解、課題に対処する技能を身につけな

ければならない。こうした資質、能力を現実に対応した形で育成できるように、過去3年間の研究主

題を引き継いだ上で、新教育基本法を受けた新学習指導要領で求められていることを加味して展開し

－11－



ていきたい。

以上の趣旨にもとづいて冒頭の主題を設定し、以下の点に重点をおいて研究を進めることとする。

(1) 「現代社会」の指導内容では、現代社会における青年の生き方、現代の経済社会と経済活動のあ

り方、法の支配と法規範・法制度の意義、グローバル化が進展する国際社会の動向、その他現代

社会の特質とその問題点を、幸福正義、公正などの観点から考察させることを通して、生徒一

人ひとりが人間としての在り方生き方を探究・考察する意欲とその自覚を深め、 自己の生き方を

よりよいものにすることを主体的に考え、社会的活動に主体的に関与する意欲を高めることを可

能にする指導内容と指導方法について研究する。

(2) 「倫理」の指導内容では、道徳教育の現状もふまえながら、豊かな自己形成に向けて、他者とと

もに生きる自己の生き方について考えさせるとともに、先哲の思想を基盤として、生命、環境、

家族、地域社会、情報社会、文化と宗教、国際平和と人類の福祉などにおける倫理的課題を自己

の課題と結びつけて探究させることを通して、論理的思考力や表現力、 さらには哲学的思考力を

身につけさせるとともに、現代に生きる人間としての在り方生き方についての自覚を深め、より

よく生きることへの意欲を向上させる指導内容と指導方法について研究する。

[研究体制］

以上の研究主題・趣旨を踏まえた上で、本年度は次のような研究体制をとることとする。

(1)研究例会（年3回開催）

公開授業・研究発表・講演を行い、授業技術と専門知識の深化を図る°

(2)研究協議会（年2－3回開催）

授業実践報告・研究発表を行い、指導方法と指導内容についての研究協議を行う。合わせて、

倫理分野を主とする入門書・研究書の輪読を通じて指導内容に関する知見を深める。
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【講演】

｢公民科教育の課題と今後のあり方について」

帝塚山学院大学教授 工藤文三

みなさんこんにちは。ただいま紹介いただきました工藤です。

都立高校の教員を13年半くらいでしょうか、 2校経験しまして、最初の出発点は八王子にあります

都立第二商業高校、今は八王子拓真高校という高校になっています。閉校式にも出席しまして非常に

悲しい思いをしました。 2校目は都立三鷹高校というところに8年半勤務しました。今日、お見えい

ただいている先輩の先生方に都倫研の活動を通じて様々な形でご指導いただいたことを忘れることが

できません。

平成2年に当時、国立教育研究所には、既に科学教育の研究センターはあったのですが、文科系、

社会科学系の研究室がないということで、外国語教育研究室、国語教育研究室、地歴教育研究室、公

民教育研究室､芸術教育というように新しく予算要求して研究室を作って公募をしていったわけです。

そういう時に公民教育研究室が平成2年に公募があったわけで、私も応募させていただいて幸いにも

採用されたということでございます｡平成13年の再編では教科ごとの研究室体制がなくなり現在に至っ

ています。公民教育という名前がついた研究室は、社会科が平成元年に地歴科・公民科に分かれたと

いうこともあって、予算要求がしやすかったのかも知れません。

また、地理教育、歴史教育とそれぞれ研究会や学会が活動していたわけですが公民教育だけは学会

がなかったわけです。 1989年の暮れに梶先生や阪上先生たちのご尽力で公民教育学会も誕生し、公民

教育の研究ができる体制ができていきました。

私も採用されて何をすればいいのか、研究所というところはいろいろな研究課題があって、高等学

校教育とか中高一貫教育とか、学習評価とか、総合的学習などいろいろな業務に対応してまいりまし

た。私の問題関心は公民教育としてのレーゾンデートルと言いますか、公民のイメージは戦前にある

と思うのですけど、高等学校の世界史必修との関係で、社会科を二つに分けて公民科が誕生した経過

はありますが、公民教育としてのレーゾンデートルはどこにあるのかを考えてまいりました。

中学校には道徳の時間が設けられ、また、道徳教育は学校の教育活動全体で教える仕組みになって

います。それに対し高校は公民科の中に倫理が入っている。斉藤弘先生が、ある時、 こうおつしやっ

ていました。現代社会を必修にした時に、倫理、政経を自由選択科目で残した。そのことが元になっ

て、その後世界史必修が課題になった際に、社会科を再編することになり、倫理、政経があったため

に今の公民科があるということをおっしゃっていた。様々ないきさつであの時に自由選択で倫理、政

経がなかったら、どういう形になったか分からないですけれど別の姿になっていたかもしれない。い

ずれにしても公民教育のレーゾンデートルはどのようにして整理できるのかということを考えてきま

した。

戦前の公民科の歴史は、現場にいたときは全く不勉強でしたので、そういうことも調べて色々なと

ころに書いたりもしてきました。関係の資料が手元にあります。 「公民科教授要目一覧」です。日本人

の公民教育の捉え方あるいは修身、道徳の流れについて、修身と道徳は戦前と戦後で形の上で隔絶し
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ているのですけれど、水面下でどこか流れているところがあるのだろうと思います。昭和20年代の後

半になって道徳の復活が主張されるようになりました。当時小中学校は社会科で道徳をやっていたわ

けですけど、戦前との流れの中で道徳教育を求める動きが出てきたわけです。

ここに「項目一覧」があります。 ここから参考になるのは、戦前は公民科と修身は別でした。公民

科の中に修身は入っていません。大正13年の「実業補習学校公民科教授要目」というものがあります。

実業補習学校というのは高等小学校を卒業した後の一種の職業準備教育をしていた学校です。もっと

さかのぼりますと公民科の前身にあたる法制・経済的な学習は、明治の後期くらいから、地方からの

要求が文科省に寄せられた。これは例えば大日本帝国憲法ができて、それから民法等がフランスのも

のを参考にしながら近代的な法体系が日本に入ってきた時、小学校を卒業した子どもたちが、家庭生

活や地域の生活、工場で働く時等にどんな知識が必要か、子供が生まれたら戸籍を届け出なければい

けないとか、家を売ったらどういう手続きが必要か、そのようなことを教える必要が近代化した社会

の中で起きてきたということが背景にあったと思います。

法制経済が前身になって初めて大正13年に公民科というのができたのですが、その際に文部省で担

当した木村正義という人は、長年この分野の担当で、諸外国の公民教育を調査しています。また、社

会学の研究者が公民科を設ける時に参加していた。現在は社会学者はあまり公民科に関係をもってい

ないようですけれど、当時は社会学の影響が一定程度強かった。その後清水幾太郎さんや大河内一男

さんたちが戦後の公民教育刷新の時に、協力しています。今でも個人と社会の関わりに関する内容が

中学校社会科公民的分野にありますけれど、そういうものに似たものが戦前の公民科にも設けられて

います。親子や家族、警察、寺社、宗教、教育、農村など、家を中心としてそれを取り巻く社会的な

機能、生活を維持させるようないろいろな機能を適官配置させる構成としてとらえることもできる。

戦後は小学校の社会科は同心円拡大と言われましたけれど、 当時は環状教案というカリキュラムの作

り方が木村正義さんの本に書いてあった気がします。要するに身近なところから広げていって我々の

社会を支えている社会のしくみや働きについて学習できるように配置している。 2年生になると町や

村に広がっていって、選挙があって、町村会があって、金融という言葉が出てきます。最後のところ

に国というレベルまで達するという形でカリキュラムが構成されています。

次は昭和6年の公民科ですけれど、なぜ昭和6年にできたかというと、普通選挙制度の下で昭和3

年第一回の普通選挙が行なわれた時にさまざまな不正が行なわれて、相当な腐敗があった。そこで選

挙革正審議会において、特に成人の政治教育をしなければならないということが明確にされた。一方、

中学校くらいから政治教育が必要だということになったが、中学校で政治教育というわけにはいかな

いから、公民科をスタートさせたわけでございます。

それが昭和12年になると、だんだん軍国主義、戦時体制化になっていくということで、第4学年で

は「我が国」から構成されることとなった。同心円拡大の方法をやめている。 「人と社会」というのは

個人主義的なイメージがあるという形で昭和6年版をかなり否定的に捉えて､昭和12年版ができていっ

たということになります。

そして第5学年はどちらかというと社会機能を独立させた。職業とか経済とか産業などを別に置い

ている。広い言葉で言うと、社会集団に関わるような概念と社会機能に関わるような概念で内容構成

ができていると考えることができると思います。経済とか産業とか流通とか文化などの形で戦前の公

民科はできている。
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現在の公民科の政治・経済や現代社会を見ますと、似たところもあります。政治、経済という枠組

みで一つは内容を作っている。現代社会も政治と経済という枠組みで作っている。つまり、我々は公

民教育の要素について、戦前からどのように捉え、教科の枠組みを作ってきたのかということです。

それから中学校の場合は社会的なものが追加されていて、それプラス国際的な内容で構成されてい

ます。その中を国民経済と国際経済に分けることもできる。

政治という枠の中に国と国際を、経済の中に国と国際を入れる場合もあれば、国と国際の枠の中を

政治と経済に分ける場合もある。基本的にはあまり変わっていないのですね。今後も、公民教育は政

治と経済という枠でいいのだろうか。こういう枠に代わりうるものがあるのだろうか。現代社会の内

容構成の枠組みをどうするかということはあまり検討されていないまま今回のような形になってきて

いる。政治経済的な内容をベースにしながら倫理をどうやって入れていくか、倫理は内容としては少

なくなっているわけですけれど、 どうしていくのかが課題と思っています。

昭和20年には公民教育刷新に関する答申において、清水幾太郎さんとか大河内一男さんたちが協力

者になって、 「人と社会」が復活していることが分かります。政治や経済という機能概念と学校生活、

社会生活、国家生活というような空間に関わるもので構成されていることが分かります。こう考えま

すと公民科の内容は、政治とか経済とか国家とか国際というまとまりでしか構成されないのか、他に

構成する方法原理があるのかが課題だと思います。最後は社会理想で終わるという形で、昭和6年版

に戻ったような形で、昭和6年版に「社会改善」というのがあるのですけれど、 これも12年改訂では

ある意味では問題視されて、 「人と社会」というのは､非常に民主主義的個人主義的だと批判されて12

年版になっていくということであります。

こういう歴史的経過を紐解きながら研究してきたのですけれど、戦前の公民科の教科書の表紙には

国会の写真が載っていて、今の政治・経済とほとんど変わらない。表紙の上では変わっていない。も

う一つ思ったのは、国際連盟を脱退した時の前後の公民科の指導ですけれど、脱退する前は、 日本は

国際連盟の理事国として国際平和のために活躍しているという形で教えているのです。ところが脱退

した後は急にそれを変えなければならないとういうことになった。社会が変わっていく時に果たして

公民科で扱う内容に不易なものがあるのかどうか、我々が仮に日本国憲法の改正問題が話題になった

時にどうしていったらいいのか、 ということにつながっていると思います。要するに流動化する社会

の中で公民科教育は、どうそのレーゾンデートルを維持できるのかといったことも、研究しながら感

じたことです。

資料についてもう一枚、平成6年に東京書籍から出版していただいたものです。私の執筆箇所の次

の21ページからは及川先生の原稿です。この時、国研にいましたが公民科の学力像を整理してみまし

た。ポイントはどこにあるのかと言うと、 (1)の左側の①の社会の機能分化と社会生活の適応、現代社

会はどうなってきているのか、公民科というものが必要とされる背景のことを述べています。真ん中

の②は、社会形成の主体、 これは社会という言葉が良いかどうか、社会と人間がどう関係するのかは

まさに公民科の問題なのですけれど、民主主義というルールをとっているから結局は国民が社会のあ

り方を選択しているということになります。よりよい社会の選択能力を育成するのが公民科の重要な

役割だと述べています。そこのキーワードは参加とか選択になると思います。政治の選択もあるし消

費者教育も経済の面からの選択ということになります｡③の人間像は､市民性と人間性はどこが関わっ

ているのか、公民科は倫理と政治経済的内容で構成されていますけど、それをどうやって統合してい

-15-



くのかというのは、結局は、公民としての資質と言っていますけど、公民の中に人間性とか価値とか

倫理とかがどのように入ってくるのかという問題に帰着します。公民の中に果たして人間性とか倫理

的価値がどういう役割をしているのかが当時の問題意識だったということです。市民を突き詰めてい

くと社会的なものにつながっていくし、人間性をどんどん突き詰めていくと倫理につながっていくと

いうことになるわけです。人間を市民とか公民と社会的なイメージで捉えた時に、それと倫理的価値

がどのように関係するのだろうか､結局は倫理とか価値概念の問題になっていくと当時は考えていた。

17ページに目指す学力の要素と書きました。対象としての社会に関する知識のほかに制度や機構、

社会認識のためのスキルというのも大事ではないか。イギリスのシチズンシップはスキルを重視して

います。方法的能力に当たるものですね。 2番は社会形成の主体の育成ということで、参加や選択に

関する知識や議論とか意思決定というものもあるのではないか。合意形成について、実際の事例を取

り上げて学習していけば、選択や意思決定に関する知識や技能が身に付くのではないか。例えば消費

税が3パーセントから5パーセントになった時の事例を取り上げて、どういう理由でどういう背景で

どういう立場があってどういう議論があって決定されて、その後どういう法律改正がなされたかを追

いかける学習を進める。その中で意思決定、調整、政策の入力過程、出力過程のような枠組みで学習

ができるだろう。

価値概念をいろいろ研究して論文を書いたことがあります。制度に内在化された価値もあれば毎日

の行為選択の場合の価値もある。価値は行為だけでなく制度に内在されている。累進課税制度にはそ

こにどういう価値が内在されているか。例えば相続税の場合は、人は生まれた直後は、できるだけ公

平な環境から人生をスタートさせることが望ましいという価値観が含まれていると思われます。平等

主義的な価値概念、公正ということですね。一方、行為と言ってもいろいろあるわけで、普段我々の

生活がありその中で日常的な行為が繰り返されており、そこにおける行為選択にかかわる価値があり

ます。このような身近な行為もあれば、一方で政策を制度化された行為としてとらえると、行為とい

うものを二つの側面から整理して、即ち社会的行為、個人的行為として位置づけられる。社会的な行

為における価値を対象とする学習は、政治経済の内容になっていくと思います。政策選択にどういう

価値があるのか、今回、幸福、正義、公正と学習指導要領に示されていますけど、いろいろなところ

で利害対立があって調整する時に、お互いが幸福を追求しているのだけれども、最終的にどこかで折

り合いをつけなければならない。最大多数の最大幸福がいいのか、 ロールズの正義原理がいいのか、

どういうような調整の仕方が公正なのか。

自由や平等や公正などの社会的な価値と、個人的な倫理的な価値概念を整理し紀要に書いたり学会

で発表したりしてきました。要するに公民教育のアイデンティティである政治経済的内容と倫理的内

容をどこで融合できるのだろうか、公民教育の全体的まとまりはどうやって作れるのだろうというこ

とを頭に置いてやってきたということでございます。

ここから申し上げることは、公民科教育の課題と今後のあり方ということなのですけれど、昭和50

年代の改訂で現代社会ができる時に、私は現場にいて率直に言って納得ができませんでした。どうし

て現代社会を新設するのかとその必要性が伝わって来なかったわけです。平成元年の時に地歴と公民

に分ける時に、私は現場にいて研究会の事務局を担当させていただいていまして、会長の下で社会科

の再編成には無理があるのではないかという要望書を出した記憶があります。当時は国際化の流れの

もとで世界史必修が最後は政治決着をしたような感じで決まりましたが、率直に言うと無理があると
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の感じを現場人として持っておりました。社会科の再編成の理由として、地歴と公民の専門性を高め

るということが書いてあります。それから20年以上経ったのですけれど、二つの教科にそれぞれ専門

家を置くことができるのは大規模校ではできますが、小規模校は専門性を高めるといってもなかなか

そうはいかない。二つに分けたことがどうだったのか検証されないままきていますけど、 もっとも今

更検証しても仕方なく先を見るしかないですが。カリキュラム行政というのは現場にいた人間からす

るとなかなか分かりにくいところがあります。なぜ分かりにくいかというと、大状況が決まった後に、

個々の教科の状況が決まるということにあると思います。大きな状況が決まってそれから地歴科はど

うする、公民科はどうする、 という形になることがあると思います。

もう一つ10年ぐらい前と違うのは、高等学校の場合は自治体独自の取り組みが増えているというこ

とです。神奈川県は、前知事の発案で高等学校でシチズンシップ教育が大事だということで、キャリ

ア教育とか模擬投票などを内容として、選挙の際には神奈川県の県立学校何校かは模擬投票をやった

のですね。それから茨城県の道徳の設置もそうです。

今後､公民科教育がどうなっていくかは、どこに政策の重点があるのかで変わっていくと思います。

都倫研としてはどういう立場で臨んだらいいのか、倫理的内容を必修にというのは、研究会のかねて

からの主張でしたが、なかなか簡単ではない気がします。

レジメの「はじめに」というところを見てください。学習指導要領の実施は高等学校は来年度から

始まるのですけれども、高等学校の場合は新課程の実施の動きが見えにくくて、例えば言語活動の充

実についてはあまり聞かれないですね。小中学校で総則の冒頭に入っているから言語活動を何とかし

なければならない。社会科で言語活動をどうするか、算数・数学でどうするか、 という話になって指

導計画を具体化する仕事が始まっていくわけです。教育課程編成の理念が各教科のカリキュラムに浸

透する仕組みがあるのですけれど、高校の場合は学校によって相当に違うという感じがします。

(2)番､学校教育に関わる動きをご覧ください。これは教育振興基本計画が確か5月にまとめられて、

平成29年までのものがまとめられています。その中にいろいろキーワードがあって、多様性とか柔軟

な学校教育のシステムとかを匂わせるものがあります。流れとしては、例えば小中高のつながりや区

分をどうしていくのかということが伏流としてはあるように思います。片方では、学校制度体系の中

で、今後の学校教育をどうするのかという流れが片方にあるという感じがいたします。それを受けて

公民科教育はどうなるのか、 2ページに書かれていますけど、 (3)番は先ほど申し上げた通りです。高

等学校教育のコアをどうするのかということと学力の質保証をどうするのか、現状では各高等学校の

校長が単位認定をするという形で質保証をしている。各学校ごとにというのは指導要録の中にも高等

学校の教育目標は地域や学校、生徒の実態を踏まえて設定し、その目標に照らして評価をするという

仕組みになっているわけですから、それはそれでつじつまは合っていて現実に即しているわけです。

ただ片方では高等学校を卒業して身に付けた学力というのはどういう水準のことを言うのか、分かり

にくくなってきた。共通性、 コアはどうしたらいいのかということが、課題になってきている。私は

各学校が責任を持って、入学して卒業するまでこれだけ子どもを伸ばしましたと説明していくしかな

いと思っています。それ以外に適切なテストなどがあればそれを使ってもいいかもしれません。入学

して卒業するまで子どもたちが伸びたり、いろんな力を身に付けたりしているわけですけれど、それ

が見えにくい。学力や成長の足跡を見えるようにするのが大事だと思っています。

(2)番にまいりたいと思います。急速な社会の変化、社会的アクターの多様性などを背景に、様々な
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ことが政治過程、社会過程にインプットされて情報提供されています。それからニュースで聞くもの

だけでなくネットの中でいろいろな情報が提供されて、若者が影響を受けているということも今日の

状況です。私たちは新聞を読んで、ニュースを聞いて選挙の広報を読んで、どこに投票しようかと考

えますけど、それ以外にいろいろなチャンネルがあって、いろいろな情報が入ってきているというこ

とがあります。そういうことが政治選択にどういう影響を与えるのかということも、 これまでとは異

なる動きです。また、政策の寿命が短いということもあって、決めたことがすぐに変わるということ

も特徴です。ある意味では日本全体が押し迫られて危機的状況になっていて、少子高齢化もそうです

し不景気もそうですし、焦りが政策を短命化していると言えるかもしれない。いずれにしても流動性

が高まって分かりにくい社会になっていると思います。

それから思考力、判断力などの能力や見方や考え方ということが、学習の目標とされています。倫

理的な見方考え方が下の方にありますけど、 これは言わば内容知よりも方法的な枠組みとか視点とか

を重視するような流れということになります。対象についての知識理解というよりも対象にアプロー

チする視点とか対象を捉える枠組みとかが重視されているということになろうかと思います。なぜか

というと流動性が高まっているからとも理解できます。

それから(3)番ですけど、公民科に求められる資質能力を書き連ねてみました。政治や経済について

多面的多角的で合理的な知識理解や判断と選択に関わる情報これはスキルにあたるかもしれません。

アの方は知識理解、イの方はスキルウは関心みたいなものですね。エのところは認識なのかそれとも

体験や活動を重視するのかといったことです。最近のシチズンシップ教育はどちらかというと活動を

通じて資質を育てるという意味で、アクティブシチズンシップと言う人がいます。公民としての資質と言

われますが、言い換えると市民性ということだと思いますけど、市民性を認識として捉えるのか、そ

れとも体験とか行動を通じて育ったもの､例えば特別活動で何らかの係をやったとか生徒会活動をやっ

たとか部活の会計をやってお金の計算をしてみたとか、そういうことが市民性の育成につながるので

はないかということになってきます｡ですからそのあたりのところがなかなか難しいところがあって、

公民科は一応認識教科だと思うのですけれど、ただ目標のところには資質という言葉を使っています

から、社会認識のための教科なのか、それとも資質育成の教科なのかが課題になります。公民科は認

識教科なのか、資質育成に重点があるのかとした場合、後者を重視していくと体験とか活動が、小中

学校の道徳も一時体験を重視したことがあります。人との身体を通じた活動でないと公民性は育たな

いのではないか、道徳性も倫理観も教室の中で頭の中で、思索で考えているだけでは育たないのでは

ないか、アクティブシチズンシップと言いますけど、奉仕体験みたいなものが結局は公民科教育につなが

るのではないか道徳性につながるのではないかという考え方です。倫理の場合もこのように公民の場

合と同じとらえ方ができると思います。世間はどちらを見ているかということですね。授業中に先哲

の考え方を手がかりに討論をしたり思索を深め考えるということが本当に道徳性に貢献しているのか、

それとも社会に出てボランティアをしたり奉仕体験をしたり、そういうものが道徳性に資する、後者

が支持されれば、科目の倫理は知識教科、教養教科といったことになってしまうのですね。

オのところは見方考え方という言葉が新しく学習指導要領の中に設けられています。政治や経済に

ついての見方や考え方について、 これは社会的事象の中から政治や経済の視点で事象をとらえ、因果

関係を考え説明する。その時に経済の概念、需要とか供給とか物価とか経済の概念を使って社会的事

象を整理する枠組みを設ける。為替相場が動くのが需要と供給というキーワードを使うと説明できる
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といった枠組みだと考えることができる。それでは倫理的に見るということはどういうことなのかと

いうことになります｡結局は価値的に見たり考えたりするということになるのではないかと思います。

価値という視点で事象や行為を捉えるということになると思います。

2ページをご覧ください。 こちらは冒頭に書いた学校制度体系に関連するお話です。どうしてこれ

を入れたかと申しますと、小中一貫とか中高一貫とか高大接続とか言われて縦の流れが重視されてい

る状況があるのではないかということで整理してみたわけです。学校段階の接続の改善について、中

高一貫教育は平成11年から学校が設置されていますし、それから義務教育としてのまとまりは今回の

学校教育法の改正で言われているわけで、小中一貫教育も全国に増えているわけです。そういう時に

(2)番ですけれど社会科と公民科はどうすればいいのか。小学校の社会科は、現在は他の教科と違って

総合社会科と言っています。算数は数と計算とか図形とかに内容が分かれています。小学校の社会科

と中高の地歴や、公民との関係をどう一貫させるかが課題と思います。また、道徳については小中と

高校とでは構造が違う。 この問題も未解決のまま来ています。

それから(2)番のイのところですけど、中高間の内容構成の類似性と書いてあります。つまり、社会

科公民的分野と高等学校の現代社会や政治・経済の内容構成の類似性です。私立の中高一貫校では中

3で高校の政治・経済と同様のことを扱っているところもあると聞きます。なぜそれができるのか。

カリキュラムの系統性を明確にするためには中学校ではこのくらいまでの能力が必要で、高校ではこ

れくらいの能力を求めるとかいったことが先にあって、その後内容構成がされなければいけないので

すが、公民教育の場合、内容構成が先にあって、能力目標が必ずしも明確でない。内容構成の要素と

枠組みの方が先にある。エのところは、中学校社会科と道徳と高等学校公民科の関連を分析していま

す。道徳をどのような形で引き継いでいくのか、今の倫理のように先哲の基本的な考え方に接しなが

ら、価値項目は明確化しない形で、題材や方法を工夫して指導していくのか、それとも課題を取り上

げながらそこにおける倫理的価値を考えさせるような形でやっていくのか、いくつかのタイプがある

ではないかと感じます。それは2ページの下の(4)番のところに書いてあります。倫理のカリキュラム

というところを見ていただければと思います。人間としての在り方生き方と公民としての資質、即ち

市民性となると思うのですけれど両者の関係ですね、社会的な規定性と人間としての普遍的な規定性

の関係をどうしたらいいのかという問題が未解決の問題としてあるような気がします。

それからイのところは学習指導要領の示し方の問題点ということで公民教育学会の会誌に原稿を書

いたことがあるのですが、要するに人生における哲学、宗教、芸術のもつ意義について理解させると

されているのですが、 この内容の示し方は他の科目とはずいぶん違っているわけです。人生における

哲学、宗教、芸術のもつ意義が内容であるのにもかかわらず、 ソクラテスやカントの思想を取り上げ

ているわけです。言い換えると指導内容が抽象的に示されおり、具体的な内容を必ずしも明確にしに

くいということです。

これはどういうことかというと、教科の指導には目標と内容と教材と方法がカリキュラムを考える

時に必要だと思うのですが、倫理の場合、人生における哲学、宗教、芸術で何を身につけさせるのか、

ここで扱う内容は何か、教材は何か、教材は果たして先哲に限るのか、文学作品でもいいのではない

か、映画でもいいのではないか、といったように厳密に考えると広がってくる可能性があるわけです。

内容と教材の関係が倫理の場合、他の科目と違ってあいまいな部分がある。内容として示される言葉

をいくら吟味しても、内容の実質や教材が導きにくいといったことがあげられます。政治・経済はス
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トレートで何を教材として準備すればよいかが明確になりやすいですが、倫理の場合は抽象的にしか

示されませんから、教材の範囲が広がる可能性がある。カントを通じて人生における哲学の意義を考

えさせたり、 ソクラテスを通じて、いや三浦綾子の小説を使って考えさせたりといったように、色々

な教材が準備できる。つまり内容の持つ教材を導く機能が弱いということがあるわけです。それから

倫理科には独自の指導方法があるのだろうか。例えば、社会科では小学校の場合、問題解決学習とか

発問研究とか、知識を分類して事実的知識や説明的知識と区分して授業構成を考えるといった研究の

蓄積があるわけです。倫理の場合、指導方法研究の蓄積が果たしてあるのかなと感じます。

(4)番のウの指導内容としての価値を示さないことの意義についてどう考えるか、 これは将来の高校

の道徳教育をどうするかということに関係すると思います。中学校のように、 自分自身に関すること

とか自分と社会の関わりに関することといったようにカテゴリー化して価値を示すのか、それとも現

状のような形で内容を示すのか、あるいは体験や活動を重視するのか、そのあたりに課題があると思

います。さらに学習成果を評価する手立てはどうか、倫理的思索や倫理的な見方や考え方が子どもに

育っているのかどうかといった評価の在り方が問われてくると思われます。最終的には倫理科を学習

した子どもたちにどういうふうに変容しているのかということになる気がいたします。

上に戻りまして4番の(1)番は履修の問題です。公民科は教科として教育課程に位置付けられている

のですが、現代社会だけでもいいし倫理プラス政経でも教科の目標を達成することになっているわけ

です。地歴科の場合、世界史と日本史だけでも地歴科の目標を達成するという構造になっていて教科

とは何かということになってしまいます。

(3)番は現代社会の内容構成の方法原理のことで、私もこういうところをもう少しやりたいと思いな

がら果たせずに来ておりますけど、ぜひ内容構成の方法論、政治とか経済とかいう枠組みで現在はで

きているのですけれどもそれでいいのかどうか。内容が依拠する専門科学としては社会学とか文化人

類学とか民俗学とか倫理学とかあると思うのですが、それらが内容構成にどのように寄与しているの

かということも、検討する必要があります。また、社会参加のスキル、政策を比較検討するためのス

キル、社会的な問題を調べたり発表したりするスキルを重視するということもあるかもしれません。

倫理のカリキュラムは先ほど申し上げましたように、課題は人間性と市民性の関係をどうするのか、

どちらに重点を置くかで公民科倫理なのか、それとも道徳教育倫理になるのか、性格が変わってくる

と思います。 3ページのところ、政治・経済のところはあまり枠組み、要素は変わっていないと思い

ます。政治と経済を分けた方がいいという議論が昔はありましたけど単位数のこともあってなかなか

そう簡単にはできないと思います。 5番は申し上げたことですけど、価値の捉え方ということで、先

ほどちょっと図式で書いてみましたが、個人の行為における倫理的価値と、政策選択とか社会的な選

択における価値あるいは制度に対象化されている価値みたいなものですね。今回の改訂の現代社会は

幸福、正義、公正について理解と書いてありますから、理解内容なのかなと思います。理解の対象と

して価値、価値の分析と価値観の形成というのが並べて書きましたけれど、溝は大きい。価値への分

析ができたからといって価値観が育つとは限りません。道徳教育の方向性、人間として重点を置く方

向性もあれば、人間の社会的規定性である公共性とか市民性の方面に重点を置く方向性もあると思い

ます。それから思考とか認識系列に重点を置くものと体験とか活動に重点を置くような方向性がある

と思います。

今後の公民科のあり方についてということで予測不可能かどうかは分かりませんけれど、どこに高
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等学校教育の改善に向けたエネルギーが置かれるかということで、公民科の将来は変わってくると思

います。社会の要請として、政治的リテラシーが大事だということになればそういうことが影響を受

けるということになるし、市民性とか社会的自立、そういう動きがどういう形で反映してくるか。そ

れから消費者教育推進法が施行され､消費者市民社会という言葉が消費者教育推進法の中に示されて、

法律に言葉が使われると学習指導要領の中に入ってくるお墨付きが与えられていますからそういう言

葉が使われる可能性はあると思います。最後に規範意識とか公徳心の育成なども関連する動きと思い

ます。

ウは、 日本の学習指導要領は内容が中心だ、イギリス圏の学習指導要領は目標を示して内容をあま

り示していない。目標重視型ですね。 日本の場合、 目標と内容と内容の取り扱いを示していますが、

どちらかというと内容が規定性を持っています。学習指導要領の総則には、小中学校の場合、各教科

等に示す内容は全ての学校において扱わなければならないと書いてあります。内容の縛りが強いわけ

です。ところがイギリスなどは最終的に目標に到達すればいいという発想になっています。イギリス

では出口でステージごとに学力テストをして出口管理型の教育課程になっています。今回の学習指導

要領の改訂に向けた過程でも履修主義から修得主義の流れが出されたことがあります。最終的には従

前と同様の形の学習指導要領に落ち着いたわけです。次の改訂では、学力保障とのかかわりでまた浮

上してくるかもしれません。

最後は授業改善に向けてということで、都倫研の研究は教材研究とか授業研究、指導方法研究が中

心と思います。是非、新しい教育方法とか授業構成研究などが整理され、類型化とかできると研究成

果が見えやすくなると思います。最終的には、生徒の成長という評価の契機を視野に入れた研究が求

められると思います。

やや網羅的でどこまでテーマに迫られたか分かりませんが、私のお話を終わらせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。
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Ⅱ夏季研究協議会報告

ニーチェ『悲劇の誕生』を読む

元東京都立八潮高等学校 佐良士茂

昨年度から研究協議会において「読書会」が開催されるようになりました。今年度の夏季「読書会」

は、ニーチェの『悲劇の誕生』をテキストとして開催しました。以下簡単ですが報告させていただき

ます。はじめに報告者である佐良士が次の資料をもとにテキストの概略を話しました。ここでは報告

の都合上先に資料を掲げ､その後参加者を含めた発言を次にまとめるという形で行いたいと思います。

【資料】課題図書：ニーチェ『悲劇の誕生』

1 はじめに

『悲劇の誕生』はニーチェの最初の著作で、本人も言っているとおり、かなりの問題の書である。

扱う内容も悲劇に関するものだけではなく、芸術論、宗教論、文明論、科学の意味等々、非常に多く

の問題が盛られていて、前後のつながりが分かりにくいところもあり、また記述も錯綜して、論理的

にも飛躍があると感じられる箇所もある。報告の時間も限られているので、いくつかの問題に絞って、

この書の主張に即してまとめてみたいと思う。

2 アポロとディオニュソス

． 「芸術は、アポロ的なものとデイオニュソス的なものの二重性によって進展して行く｡」 (p5)

・造形家の芸術であるアポロ的芸術と、音楽という非造形的芸術であるディオニュソス的芸術

．この二つの芸術的衝動は、夢と陶酔の世界として語られる。

・アポロンは「心の内なる幻想世界の美しい仮象をも支配する」

①美→仮象→観照

②アポロンの節度は個体化された層である。 （個体化の原理）

・陶酔あるいはディオニュソス的なもの

①陶酔については、臂えが上げられている。原始人が讃えている麻酔の飲み物、全自然を歓喜

で満たす春の訪れ、ディオニュソス的な興奮などである。 これらによって、人間は完全な自

己忘却に至るとされている。その陶酔によって、人間は他の人間との結びつきを回復するの

みではなく、 自然とも和解すると考えている。

②ディオニュソス的現象において、個体化の原理は破れる。他の人間との一体化、自然との一体

化､根源的一者との合一が達成される｡その時人間は芸術家ではなく、自身が芸術作品となる。

③ディオニュソス→オリエント起源であるが、ギリシア人のもとで変容を遂げた。自然的衝動から

芸術的現象となった。

④デイオニュソス的現象→･一方では恐怖・苦悩であるが、他方では歓喜あふれる桃惚感があふれ

る。 (pll)
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3ギリシア人の神観

・ギリシア人は神を創造せざるを得なかった。その根底にはギリシア人の生・生存に対する考え

がある。

・ギリシア人の生存に対する考え→「もっとも善いことは…生まれなかったこと、存在しなかった

こと、何ものでもないことなのだ。 しかし、御身にとって次によいことは、すぐに死ぬことだ」

(p24)

・生存の恐怖に対してオリンポスの神々の一族を立てめぐらせねばならなかった。

・恐怖と凄惨に満ちた人生を生き続けようとするには、人は芸術を必要とした。美による生存の

恐怖からの救済

・アポロンはオリンポス神の代表

①オリンポスの神々には禁欲や精神主義義務などの考えは無縁である。

②オリンポスの神々は勝利した存在である。生命の氾濫（ペシミズムの克服）

③一切の現存するものが、善悪とは無縁に神化されている。

④ギリシアの神々は燦々と輝く存在であった｡神の光に照らされた人間の存在

（ホメロスの世界） 自己肯定

・ここでは、人間の生の肯定として、芸術と宗教は一致している。

4根源的一者について

． 「真に存在するもの・根源的一者は、永遠に苦悩するもの・矛盾撞着に満ちたものであるというこ

と、そしてこれを絶えず救済していくためには、心を魅する幻像や心楽しい仮象を必要とすると」

(p30) 個体化の原理からは「意志」の世界

・アポロ的芸術は苦悩を前提としている。 （ギリシア人は苦悩に対して敏感であった）

5杼情詩人と叙事詩人

・アルキロコス（杼情詩人の典型）とホメロス（叙事詩人の典型）

・杼情詩（人）→まずデイオニュソス的芸術家である。彼は根源的一者と、そしてその苦痛や矛盾

というものと完全に一体となった者であり、そしてこの根源的一者の模像を、音楽という形で生

産するものである。

①杼情詩は第一には音楽としてやってくる。

②第二に杼情詩は言語化されるのである。 （比嶮や実例として）

③真の杼情詩人は、主観性を越えている。

・叙事詩人はあくまでも観照者である。これに対して、杼情詩人の形象は自己自身である。

①造形芸術においては純粋な観照において、主観から解放されているのであり、

②杼情詩においては、根源的一者と合一することによって主観は経験的な主観ではない、

＊いずれにしても、芸術家は「主観性」から脱却していなければならない。

6 美的現象としてのみ存在（生存）と世界とは永遠に是認されている(p45)

・有名な言葉であるが、 これが、 ここで語られているのは、根源的一者から見るとわれわれは芸術
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作品に過ぎない、という文脈においてである。芸術作品ということからは、仮象が思い浮かぶが、

同時に道徳的な意味ではない美的な意味のものとして是認されるということでもあろう。あるい

は、われわれを生存につなぎ止める芸術的なものとしてという意味も込められているであろう。

7 民謡論・音楽論

・詩と音楽、言語と音調の関係を問うている。

・民謡はディオニュソス的要素とアポロ的要素が結びついたものである。

・民謡は第一には音楽であり、その音楽に合わせて、形象、言語、詩がつけられるのである。

・音楽は意志の現象として存在する（意志の本質ではない)。音楽は決して言語、形象、概念によっ

ては完全に表し得ない。民謡における言語は、 この音楽を形象的に語るものである。言語は音楽

の最も深い意味（根源的矛盾、根源的苦痛）を語ることはできない。

「本質としての意志」→「現象としての意志、すなわち意志を象徴したものとしての音楽」

→「意志の形象、すなわち意志を形象化したもの（言語で表現されたもの)」という三者の関

係がなりたつ

8悲劇はコーラスから発生した

． 「悲劇は悲劇のコーラスから発生したのであり、起源はコーラス以外の何ものでもなかった｡」

(p53)

・コーラスは芸術的・宗教的空間を作る。芸術．宗教的空間は、現実に対しては架空のものである

が、芸術・宗教的には実在性を持つ。その架空の空間にギリシア人は自然的存在者サテュロスを

乗せた。

・サテュロスは神話と礼拝によって浄められている。

・サテュロスが登場するディオニュソス的悲劇の作用

①「国家や社会、総じて人間と人間との間にあるさまざまな割れ目が強大な統一感情を前に屈し

て、 自然の心臓部へと引きもどされるということ、 これこそディオニュソス的悲劇のもっとも

直接的な作用なのである｡」 (p59)

②「事物の根底にある生命は不滅の力を持ち、歓喜に満ちている」 (p59)

サテュロス

①サテュロスは自然の象徴である。自然の持つ生殖力の象徴。

②サテュロスは人間の原象である。しかしこの人間は最高で最も感動的な姿の表現であった。

③サテュロスはデイオニュソス神の側近であり、そのことに熱狂するものである。

④サテュロスは神の苦悩を追体験するものである。

⑤サテュロスは英知の告知者である。

サテュロス・ディオニュソスによって、現実より深い現実の真相が暴露される。

9

10 コーラスからドラマへ

・サテュロス・コーラスの意味
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①「(観客は）自分たちは自然の精霊の復活であり、すでにサテュロスに化しているのだと妄想す

る｡」 (p65)

②「サテュロス・コーラスは、なによりもまずディオニュソス的大衆の幻影であり、ひるがえっ

て舞台の世界はこのサテュロス・コーラスの幻影である」 (p66)

ドラマへの移行

①「悲劇のコーラスの生むこの過程が、 ドラマの原現象である｡」 (p68)

②ドラマとは→「自分自身の姿が変容するのを目の当たりに見、今や他人の肉体、他人の性格の

中に実際に乗り移ったかのように行動すること」 (p68)

③ドラマは、具体的には、ギリシア悲劇が仮面をつけた登場人物を舞台に登場させることを言っ

ている。この仮面をつけた人物は、舞台に登場する人物に似せたものではない。観客はコーラ

スによってあらかじめディオニュソス的な世界に興奮しており、 ということはディオニュソス

的な世界を追経験しており、神が近づいてくることを見るのと同じ感情にとらわれているので

ある。そこに仮面が現れることによって、ディオニュソス的状態は神の像を舞台上の仮面の人

物になかに見るのである。だからニーチェが言っているのは、デイオニュソス的興奮、陶酔が

あって、それが仮面をつけた登場人物に移される、すなわち幻影となって現れてくるというこ

とである。

11 オイディプスとプロメティウス

（1） 『オイディプス王』について

ニーチェは、オイディプス王は優れた英知の持ち主であるが、迷妄と悲惨とに陥るべく運命づ

けられた人物であるとしている。しかし、ソフォクレスは彼を最も高貴な人間として描いている

という。何故なら、オイディプスはその苦悩を通じて、最終的には自己の周囲に祝福に満ちた魔

力を発揮した人間であるという。

・オイデイプスは純粋に受動的な態度のままに、最高の能動性を獲得した。 (p77)

・ニーチェの解釈

①「予言と魔術の力によって、現在と未来の束縛が破られ、固体化のこわばった法則が砕かれ、

総じて自然本来の魔法が解かれているところでは、途方のもない反自然が、原因として先行し

ていなければならない」

②ソフオクレスは人間が苦悩するところに、人間の偉大さを見ている。

（2） プロメティウス神話とアイスキュロス

． 「一方には、勇猛果敢な『単独者』の計り知れない苦悩があり、他方には、神々の危難があり、神々

の黄昏を予感させずにはおかない」 (p80)

． 「アイスキュロスは、神々や人間という二つの世界のその上に、永遠の正義としてのモイラが君臨

するのを見ていたのだ｡」 (p80)

・ニーチェの解釈

①「人類は、彼が関与しうる最善最高のものを、冒涜行為によって獲得したのだ。かくて、今度

はその報いを受けなければならない。…これは酷薄な思想である。 この酷薄さが人間の犯す冒

涜行為に尊厳さを与えることになり…」 (p83)
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12ディオニュソス神話

・ディオニュソスは三つの様態をしている。

①巨人に八つ裂きにされる前→裂かれたままの状態（ザグレウス）→復活

（神々はデイオニュソスの微笑から生まれた、人間は涙から生まれた）

．この神話に厭世的世界観と悲劇の秘教が込められている。

①存在するいっさいのものは一つであり、

②個体化は悪の根本原理であり、

③芸術は個体化の束縛を破りうるという希望であり、融合帰一への回復への予感であるというの

である。

・プロメティウスやオイディプスなどは、いずれもみな、あの本来の主人公ディオニュソスの仮面

に過ぎない。

13悲劇の死

・ニーチェはエウリピデスの悲劇に､悲劇の死を見ている。これはまたディオニュソスの死でもあっ

た。あるいは古い神話の死でもあった。あるいは英雄時代の死でもあった。

． 「エウリピデスによって観客が舞台に上げられたのだ…」 (p95)

日常生活の人間、 日常の些細な事件が舞台の話題となった。

・民衆は「巧妙に、またじつに狡滑な論弁によって、観察したり、討論したり、推論を引き出した

りする仕方を学んだ｡」 (p96)

． 「いまや庶民的凡庸性が発言権を獲得する｡」

・ 「奴隷は、重大なる事柄に責任を取ることを知らず、偉大なものを追求することを知らず、現在の

もの以上に尊重すべき過去や未来のあることを知らない｡」 (p98)

「刹那、機知、浮薄、移り気」→刹那主義

・エウリピデスの特徴→劇は三種類に分類される。

①ディオニュソス的で、アポロ的な本来のギリシア悲劇、

②アポロ的観照の劇、

③ディオニュソス的でもなければ、またアポロ的でもない劇、

もはや芸術的には非芸術的劇、エウリピデスの劇である。 この劇は自然主義的な、非芸術的劇

とも言われている。 (pllO)

・エウリピデスの悲劇は非芸術である。知性による神話の解体。

． 「アポロ的観照の代わりに、冷ややかな逆説的思想が－ディオニュソス的胱惚の代わりに、火の

ごとき情念が－刺激剤となる。しかも、この思想や情念は、きわめて写実的に模造されたもので

あり…」 (pllO)

・エウリピデスは観客の心をパトスに向かわせる。

14美学上のソクラテス主義

． 「美しくあるためには、すべては理知的でなければならぬ」そして、これはソクラテスの命題「知

れるもののみ有徳なり」 (pllO)に対応する。
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いくつかの対立が想定されている。

①芸術対非芸術（知性・科学）

②悲劇対楽天主義・刹那主義 （弁証法は楽天主義）

③本能（自然的なもの） 対知性

④「すべての生産的な人間おいては、本能がまさに創造的・肯定的な力であり、意識は批判的、

諫止的に振る舞うものであるが、 しかしソクラテスの場合は、本能が批判家となり、意識（ダ

イモン）が創造者となる｡」 (pl21)

15理論的人間ソクラテスの妄想

． 「思惟の因果律という導きの糸をたぐって、存在の最も深い深淵の中にまで到達するという信念、

思惟は存在を認識するばかりではなく､修正することさえも出来るというあの不動の信念である｡」

(pl36)これは科学の立場でもある。

．｢ソクラテスは理論的楽天家の原象である。…彼は事物の本性を極めることは可能であるという信

念をいだいて､知識と認識とに万能薬の効力を認め､誤謬を悪そのものと考える…」 (pl38)しか

し、科学には限界がある。

． 「限界点において、論理が論理それ自体のまわりをむなしく空回りするばかりであることを悟り、

しまいには、論理が論理の尻尾にかみつくさまを目の当たりに見て樗然とする。まさしくそのと

き、認識の新しい形式、悲劇的認識が発現するのである。 このあたらしい認識は、ひたすら忍耐

ということのためにだけに、保護及び治療剤として芸術を必要とするであろう｡」 (pl40)

（訓引用はニーチエ『悲劇の誕生』西尾幹二訳，中公クラシックス（2010年）からです。ページは

該当ページを示しています。

【報告者及び参加者の発言】ご発言の概要のみ載せさせてもらいます。

顔資料プリント 「3ギリシア人の神観」にある①～④の神の特色はアポロン的個体化の原理とは

無縁なもののように思える。

顔コーラス（コロス）は筑摩版では合唱隊と訳されているが同じか。オペラはどうか。

㈱オペラは、ニーチェでは言葉が先で音楽が後のもので、悲劇のコーラスとは順序が逆で、ニー

チェでは堕落した形態と言うことになっている。

閥ニーチェの科学論を生徒にわかりやすく言うとどうなるだろうか。神が死んだ後、絶対的価値

がなくなり、人間は科学を信奉して、それを信じているが、そんなものはないということでは

ないか。

開科学は論理を扱っているだけで、ディオニュソス的現象という根本的なところは分かっていな

い。科学は論理だけで、苦悩に満ちた人生の意義とか生きる価値といった生の面を認識するこ

とが出来ないということではないか。

圏ニーチェとワーグナーの関係だが、ニーチェはどういうことで、 ワーグナーは期待はずれだと

感じたのか。

顔楽劇から宗教的なものになって行って、ニーチェの神は死んだと相容れなくなったということ

だと思う。
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閥ニーチェは科学は駄目で、芸術だと言うが、ニーチェは哲学者なのだから、芸術だというとこ

ろを哲学に落とさないと駄目ではないか。またソクラテスや弁証法はなぜ駄目だと言っている

のか。

㈱ソクラテスや弁証法は、楽天的で、単に明るい未来を見て調和に向かっているから、楽天主義

で駄目だと言っているのではないか。ニーチェは苦悩を前提に考えている。

(参） ニーチェは苦悩が歓喜だと言うが、授業では仏教を扱うけれども、仏教の立場とニーチェの立

場はどう異なっているのか。

開ニーチェは、仏教は意志を殺して諦念の世界に向かっていると考えている。それに対して、 自

身は意志の肯定で、創造に向かうことを主張している。ニーチェの場合は苦脳を肯定している。

鰯最後の箇所でニーチェは不協和音について述べている。 ドゥルーズは『ニーチェと哲学』で差

異と言っている。 このあたりが面白いと感じた。

戯ニーチェが言う不協和音は､ワーグナーの曲は最後まで不協和音のままで、 「トリスタンとイゾ

ルデ」も不協和音で終わるが、そのことを言っているのではないか。カントとへ一ゲルを批判

的に意識して言っているように思う。

顔ギリシアの神はどうやって人間を救うのか。

㈱ギリシアの神々は苦悩を克服した存在で、その輝きによって、人間に苦悩を克服することを教

えているということではないか。人間に命令を下すことによってではなく、神は一種の生き方

のモデルとなっているのではないか。

戯最後の方にある論理が論理にかみついてという部分は、大いなる正午とか永遠回帰の発想に近

いと感じた。その上で悲劇的な認識を感じるところが、超人的な生き方に位置づけられるよう

に思う。

鯛生徒を見ると論理的に考えることができないので、えせ神に引っかかると思い、論理的に考え

ることを教えなければならないと思っている。ギリシア思想ではディオニュソス的なものは授

業では取り上げないけれども重要であると思う。ニーチェはディオニュソス的なものを取り上

げて、カント、ヘーゲルの流れ、あるいはキリスト教を批判している。そういう意味では大事

な思想家だと思う。ニーチェは普通の哲学者としては語れないけれども、授業で話していきた

い思想家である。

鰯ニーチェは『悲劇の誕生』では、物事を段階的に考えていて、過去に遡るとギリシアあるいは

仏教になるという箇所が二カ所あったと思ったが、その時のニーチェの仏教観は意志の消却と

解釈されるが、実際の仏教では、大乗仏教は能動的な仏教という面があって、ニーチェの思想

はそれに近いのではないかと思う。

鰯ワーグナーは、ニーベルンゲンの指輪にしても、話は荒唐無稽で理性的に見ればバカバカしい

と思うが、音楽に合わせて流れると枕惚となるという気持ちはよく分かる。ワーグナーには理

性的ではない魔力的なものがあるというのはよく分かる。

顔ニーチェは音楽と詩と舞台を言語と形象と概念でうまく整理して位置づけているか疑問に思う。

芸術のジャンルについてどう考えているのかと思った。
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Ⅲ第二回研究例会【公開授業】

世論形成と政治参加一選挙制度を中心に－（高2 「現代社会｣）

東京都立国分寺高等学校 西尾理

1 ．はじめに

今回の公開授業は､現代社会の教科書(『現代社会』第一学習社）

に沿ってプリントを作成し、それを中心に適宜、資料集を使用し

ながら講義式の授業を行うというオーソドックスな授業を行なっ

た。また公開授業のために組んだ授業ではなく、普段の進度に合

わせたものを公開した。

それは次の理由によるものである。本校が進学枝であり、セン

ター試験対応の授業を行わなければならいという制約があること。ター試験対応の授業を行わなければならいという制約があること。そのため教科書の国内の政治・経

済分野は一通り終わらせるということll)｡私を含めて3人の公民科の教師で行っていることもあり、一

定程度の進度は合わせる必要があること。進学校の生徒といえども平均的に公民の知識があるとはい

えないので、教科書の基本的な事柄を教える必要があること(2)。ただし、私の作成したプリントでは政

治・経済と関連する倫理分野をプリントに組み込み､全体をカバーするようにしている13)｡豊富な事例

で（特に生徒の経験知のレベル）で授業をふくらませることを意図している。

2． 内容について

内容は、教科書の「世論形成と政治参加」の単元であるが、 この単元は政党、圧力団体、選挙、世

論（マス・メディアを含む）に大きく分類される。これらの内容は、政治学では政治過程論に位置づ

けられてそれぞれ重要な項目となっている1 11｡今回の公開授業では、作成したプリントの「3.圧力団

体」の(5)から「4．選挙」まで行った。

3．教材化の視点

この単元の特徴は、上記の基本的知識の他に戦後日本の政治に関

わる内容となっている。中心に位置づけるのは政党である。そこで

まず政党の定義を説明するのである。それは「国民の意思を集約し、

具体的な政策として政治に反映させる組織｣(5)であるが､生徒にとっ

て理解したつもりであるようで理解できない。なぜならばこの定義L

は、政党発祥の地であるイギリスの政党に基づいた定義だからである。

自民党と民主党であるが、これらの政党のあり方と定義がマッチしなし

は、政党発祥の地であるイギリスの政党に基づいた定義だからである。日本における有力な政党は、

自民党と民主党であるが、これらの政党のあり方と定義がマッチしない部分があるからである。その

理由は、イギリスの政党が多数の党員を母体として成り立っているのに対して、上記、 日本の政党は

個々の議員の後援会組織で成り立っているからである(6)。

この特異な日本の政党の説明を加えながら、戦後日本の政党史の説明を行う。そして、政党と絡め

ながら圧力団体の説明を行う。選挙制度も基本的な事項を押さえながら、 日本の複雑な選挙制度の説
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明をその成り立ち（いわゆる政治改革）から説いた。

この単元で留意したことは、単なる用語の説明だけではなく、政党、圧力団体、選挙、世論（大衆

社会、マス・メディアを含む）が有機的に繋がって生徒に戦後日本の政治過程を伝え、理解させるこ

とであった。また生徒が興味深く学べるように豊富な事例を用意した。

4．教材化にあたって

この単元だけではないが必ず教科書と指導書、資料集は読み込むことは前提になる。それからこの

単元の場合は、新聞や雑誌類も利用することも同様である。

その上で単元に必要な専門書、教養書、 ノンフィクション等を読み、内容の肉付けと事例の選定を

行う。以下の使用した主な文献を紹介する。

(1)政治過程全般

五十嵐仁『概説現代政治 その動態と理論〔第3版〕』 （法律文化社、 1999年）

田口富久治『政治学の基礎知識』 （青木書店、 1990年）

（2）政党：政党の理論的な理解のために

円藤眞一『政党の理論』 （勁草書房、 1967年）

（3） 日本の政党

富森叡児『戦後保守党史』 （現代教養文庫、 1994年）

内田健三『戦後日本の保守政治一政治記者の証言一』 （岩波新書、 1969年）

内田健三『現代日本の保守政治』 （岩波新書、 1989年）

内田健三『派閥 政権抗争のオモテとウラ』 （講談社現代新書、 1983年）

居安正『自民党－この不思議な政党』 （講談社現代新書、 1984年）

井芹浩文『派閥再編成 自民党政治の表と裏』 （中公新書、 1988年）

別冊宝島編集部編『新・社会党読本』 (JICC出版局、 1989年）

（4） 日本の政治

松田喬和・栢森哲也『政治のしくみが3時間でわかる事典』 （明日香出版社、 1991年）

曽根泰教『日本の政治』 （日本経済出版社、 1989年）

村松岐夫・伊藤光利・辻中豊『日本の政治〔第2版〕』 （有斐閣、 2001年）

石川真澄『データ戦後政治史』 （岩波新書、 1984年）

大下英治『激録1総理への道 戦後宰相列伝田中角栄から森喜朗まで』 （講談社文庫､2000年）

（5）選挙

大嶽秀夫編『政界再編の研究 新選挙制度による総選挙』 （有斐閣、 1997年）

福岡政行『日本の選挙［増補版]』 （早稲田大学出版部、 2001年）

（6）圧力団体

田口富久治『社会集団の政治機能』 （未来社、 1969年）

田原総一朗『総理を操った男たち 戦後財界戦国史』 （講談社文庫、 1989年）

（7）世論

リースマン『孤独な群衆』 （みすず書房、 1964年）

鈴木寛『テレビが政治をダメにした』 （双葉新書、 2013年）

以上のような文献から教材化に際して、絞り込み作業を行う。授業は、 「最高の学問や芸術の成果を

うすめることなく凝縮し、単純化する」ことを目指したつもりである(7)。
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国際政治・経済分野は3年の選択で行う。

中学校の『公民』の教科書を見よ。 これは“絵本”である。

今回のプリントでは、 リースマンなど「大衆社会」の単元を組み込んでいる。

その他に政治社会学や社会学でも重要な項目となっている。

『現代社会用語集』 （山川出版社）他。

そういった意味で、イギリスの政党に近いのは日本共産党である。

和井田清司編著『戦後日本の教育実践リーデイングス田中裕一』 （学文社、 2010年) p.27.
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第二回研究例会【講演】

〈社会〉とく倫理〉の学びほぐし
－公民科と倫理のアーティキュレーションを通じて－

東京大学大学院教育学研究科教授 川本隆史

司会：それではこれから講演に入りたいと思います。本日の講師は東京大学大学院教育学研究科の川

本隆史教授をお招きしています。専門は社会倫理学・応用倫理学で、ロールズを中心に色々と研究さ

れてきておりまして、最近ロールズの『正義論』の改訳版をお出しになっています。翻訳もですね。

ラジオの高校講座「現代社会」を担当されたり、教科書の方の執筆もされ、そのような分野にも大変

関わってきていただいて色々と我々もアドバイスをいただいているところでございます。今日は「社

会と倫理の学びほぐし－公民科と倫理のアーティキュレーションを通じて－弓｣という演題でお話をい

ただきます。先生よろしくお願いいたします。

ご紹介にあずかりました川本と申します。和田先生からご依頼いただいて講演を即答といたしまし

た。ホームページのプロフィールにも書かせていただきましたけれども、 92年に都倫研の第4回に呼

んで頂いて、その時たしか水谷先生が事務局長かなにかで、その後教科書を

一緒に書くお仲間になるんですけど、駆け出しでしたけれどもしやくらせて

いただきました。終わってですね、都倫研恒例の懇親会というかコンパに連

れていかれてですね、楽しく飲んで、たぶんあの当時ですから中村新吉先生

が会長だったと思うんですけれども､終わりに歌を歌うんだという趣向があっ

てですね、 「ん？」と。労働歌を歌うのかな、それかいや、まさか君が代じゃ

ないだろうな、とか色々緊張しながら、でも肩を組まされるものですから、

何が始まるのかと思ったら、 「EinsZweiDrei｣と始まって「jうさぎ追いし」

膨
一

苧

瑚

一

一一

という、これ今も続いているのかどうかは知りませんが、 「ふるさと」を皆さんでじっくり歌って楽し

くお別れすることができました。まあそれ以来ですけれども、全倫研にも一度呼んでいただいて、そ

の時は一度教科書を書いた時だったので、 「民主社会と倫理」の苦労話みたいなものをいたしました。

今日もその二番煎じと言えば二番煎じなのですけれども、たまたまというか、今教育学研究科という

教育学の方に移って、特に中等教育と高等教育とのアーティキュレーション、協力というか連携とい

うか、それについては常に問題意識を持たざるをえないポジションにいますので、皆さんの前で私が

特に「社会」とか「人権」とかという言葉をどう教科書等で学びほぐしているかというのを絵にして

みて、忌|蝋のないご意見をいただければと思っております。

プロフィールは、ホームページにのせていたものを少し補いましたが、広島で生まれてですね、小

学校の時に『ドリトル先生』シリーズを愛読と書いたのは、今日のレジュメの最初に『ドリトル先生』

のシリーズのほとんど最後の作品なのですけれども『秘密の湖』を小学校の5年の時かな、に読んで

ものすごく感動して、繰り返し読んでいる本ではあるのですけれども、そこになかなか意味深長な文

章があって、これを使って実は岩波の「現代の教育」という講座に、公民科教科書に一回書いたこと

があるんですね。そんなことをバラすために『ドリトル先生』をあげました。中高は一貫のカトリッ
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クの男子校で育ちました。それで大学入って、 『死に至る病』はた

ぶん倫理では定番のテキストのタイトルなわけですが､大学の時読

んでガツンときて、文学部に変わって、カントの『宗教論』で卒論

を書いて、その後大学院に進んでカントで進めるつもりだったん

ですが、ロールズという人に出会ったことと､最初の勤めが跡見学

園女子大学というところだったのですけれども､そこでキャロル・

ギリガンという人の『もうひとつの声』という本を読んでですね、

その2つからいわゆる正義とケアというものを2本の柱にした社会倫理学というのを、しつこくとい

うか、なかなか進まないんですけれども、追っかけております。先ほどのご紹介にもありましたけれ

ども、 2枚目にいきますが、ちょうど10年ちょっとなんですけれども、通信高校講座の「現代社会」

の講師をいたしました｡なんとか苦労して原稿棒読みじゃあいけないとディレクターにしかられつつも、

実は読んでたんですけれども、やってるうちに少しはカンはついてきたかな、と。それから間接的で

はあるんですけれど聴者、リスナーから意見や感想が届いたりもしましたし､通信制の学校に使ってい

ただいたということもあったりして、少し「現代社会」に関しては関わることができました。

それから、何を隠そうセンター入試のですね倫理の、 これは普通の委員は秘密なんですけれども、

一応部会長というヘッドの客員教授という形でオープンにできますので、改めて申し上げますけれど

も、 2年間ほど部会長を務めさせていただきました。その頃から、私は倫理が担当だったんですけれ

ども、現代社会にロールズとかアマルティア・センとか果てはキャロル．ギリガンなんかも出るよう

になってですね。最初の頃とかロールズがいきなりセンターにでたときに、狭い業界ですから僕がセ

ンターに関わっているのを知っている同業者がいてですね、 「川本さん、あんたが出したんだろう」と

いうように勘ぐられたんですけれども、前の委員の人の前で申し上げますけれども、最初にセンター

に出たときは私はノータッチでありますし、それからセンターに出ると教科書に書かれ、教科書にた

くさん出るとセンターでも出やすいという、好循環と言うべきか、そのような循環関係も実感いたし

ました。あとは今日お見せするテレビにたまたま出たものですから、今日のテーマにぴったりとは言

えないんですけれども、努力してみたことですので、もうそろそろといいますか、30分ほどの番組を

見て頂きたいと思います。

その前に7～8分ほど余計な話をいたしますが、確かいただいたレジュメが少し真っ黒になってい

て見づらいと思うんですが、 2枚目の裏のほうですね。 「社会を学ぶく原体験＞としての［高校暴動］

1969」という少し挑発的に書きました。これは当事者としては高校紛争でもないし、そうかといって

明確な目的があってやったいわゆる高校闘争でもないので、一種の暴動に近かったんだと四方田犬彦

さんが、彼の場合、教育大駒場の1日か半日だけのバリケード封鎖について『ハイスクール1968』で

すかね、なかなか読ませるドキュメントが書かれているんですけれども、その中で「暴動」という言

葉が使われていましたので､私も高校の先生の前であえて挑発的にこういう言葉を使わせていただき、

高校暴動世代だということを申し上げました。私は広島でまさしく、ささやかですけれども騒動が起

きましたし、その後大学教師になって、藤田省三先生の『不良精神の輝き』というエッセイを読みま

した。スラッシュが入っている引用だけ読み上げます。 「それから教師業の人たちは」つまり私もそう

で皆さんもそうですが、あ、現役の高校生もいらっしゃいますけれども、高校生はそれを踏まえて読

んで下さい。 「私達それぞれが持っている不良経験を忘れるな、と申し上げたい。なぜなら全ての経験
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は、在る意味では、不良経験に他ならず、経験を経ない者が所与のコースを人々（若者たち）に押し

つける所には、如何なる教育もありえないばかりか、 自分自身の不誠実極まりない精神的堕落だけが

残るからです｡｣なかなか頂門の一針という言葉です｡それから次は四方田さんの『ハイスクール1968』

の高校生のなにか造反の声を封じ込めてしまったことの高い代価を、教育者である側の高校はこれか

らも払っていかなければならないだろう､というふうに予言､予言でもないですけど2004年に振り返っ

て書かれていますけれども、そういう文章がございました。

実は私は1970年に大学に入学して､学部･大学院を経て1980年代に跡見学園女子大学にドクター上

がりで就職するのですけれども、たまたまなんですが、研究室で一緒に着任した先生がですね、知る

人ぞ知る世界史・政治教育では有名な大江一道先生という先生でして、都立上野高校で長く教鞭をと

られた方ですね。彼自身が実は69年の上野高校の、いわゆる教師から言うと高校紛争かもしれません

けども、学校側と生徒の間でものすごく苦労した。その後しばらく、有名な話になったんですけれど

も、上野高校は、いわゆる授業改革として、ゼミナール形式を、生徒の希望と、教師がこれを教えた

いんだ、 というのを開いて続けたという話をしてくださいました。大江先生もそこでルソーの『社会

契約論』を高校生と読んだ、 とも。私の前歴というか前科というかをぽつりと話したら、先生もぽつ

りぽつりと話してくださるようになって、そういう出会いもございました。

さらにめくるとですね、 これだけ今日持ってきたんですけども、去年小林哲夫さんというルポ・ラ

イターの方が、 『高校紛争1969-1970』…まさしく私の高校三年生の日付なんですけれども…を出して

くださいました。著者のインタビューもございますし、私は改めてこれが何だったのかというのを振

り返るいいチャンスになりました。非常にローカルな話で申し訳ありません。広島で高校生をやって

おりましたもので、 この本には県立南高校の卒業生総代の女子生徒が卒業証書を破り捨てるという事

件がございました。その当時の新聞記事もちゃんと引用してありますし、その小林さんの本の資料に、

当時の私は読まなかったんですけども、ノーベル書房という当時の出版社が、 『しかしからの出発』と

いう17歳を告発するという、興味があったら後ほどお貸ししますが、 これはまさしくこの高校暴動の

当事者たち、もちろん教師の方もいらっしゃるんですけども、の日記が満載の作品でした。その中に、

やはり広島県の県立の呉宮原高校の送る側（高2）がなかなかするどい問いかけがあったので、つま

り私の同じ学年がこういうことをきちんと訴えたんだ、私たちは60～70年に卒業するんですけども、

ささやかに学校側とも相談して、それまでの卒業式のように登壇してひとりひとり受け取るのではな

くて、体育館が会場なんですけれども、同じ高さのところに埴を置いて、登壇という形ではなくて、

もちろん、ひとりひとり証書は受け取るんですけども、答辞、送辞といういわゆる儀礼的なものはす

べてやめてもらって、むしろ終わってから在校生や保護者も来ていただいていますので、広島学院の

これからについて話し合うという時間を設けて、 70年の2月に卒業しました。同じ広島市に修道高校

というところがあって、ここはバリケード封鎖がされて、機動隊が入れられるほどのもめた学校です。

三好春樹さんという方と後に出会うんですけれども。

3のところに高校紛争という史実という小林さんのひとつのラストメッセージとして書かれていて、

是非､という感じで。 「学校関係者が教育問題に行き詰まったとき､高校紛争で高校生が提起したこと、

それに対して教師が応えたことを思い起こしてほしい｡」というあの時代はよかった、あの時代はいい

教師やいい生徒がいたとか懐かしんだりするつもりは全然ありません。今もどこか同じ問題は続いて

いるでしょうし、同じ問いをもっている生徒さんや、生徒と問いを共有しようとする先生方はいるは
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ずですので、かつてのような暴動のような形にはならないにせよ、何らかの問いの共有というのはで

きているはずだし、できるはずだと私は思っております。まあその延長線上に、社会を学ぶという、

社会の学びはもちろん受験校でしたし、世界史日本史を選択して、当時はまだセンター試験もない一

発の試験を受けましたけれども、その学びも実際楽しかったですし、学びながら歴史とか社会につい

て考えるという学び直し、学びほぐしができていったように思います。では、前置きはこれくらいに

して。これは2011年の2月に放送されました「Q」です。

～番組視聴～

番組をお見せする前に説明すべきだったのですけども、 「Q」と

いう番組は2011年の1月から3月までの3ケ月間､毎週夜の30分

に12回放送されました｡前の年マイケル･サンデルさんのハーバー

ド白熱授業教室がなぜかブレイクして、一種の哲学・正義論ブー

ムが起こるのですけども、それをちょっとにらみながら、NHK

の新しい教養番組という趣向として編成されたものらしいです。

「Q」というのはもちろん「QueStion」の「Q」なんですね。タレントさん（私の場合は川嶋あいさん）

が幸せを感じる社会、 自殺者が増える中で「幸せのかけら」というのはやはりすごい言語感覚に優れ

ていると思うんですけども、を集めていけるか、という「Question」を一応「賢者」と呼ばれている

んですが、に投げかけるという「Question」なんです。あとは番組ではディレクターが知恵をしぼっ

て、番組のコーナーが全て「Q」で統一されているんですね。最初はふたりで話し合う「Quest｣、ま

さしく探求というドラゴン･クエストの｢Quest｣､その次のコーナーが､私がクイズをだすという｢Quiz｣、

そして大平数子さんの詩やロールズの引用がでてきましたけれども、 「Quote｣という｢QuizandQuote」

というコーナーがあって、最後に私と2人のやりとり、街頭インタビューをはさむんですけど、上田

さんと小池さんが4人でまとめの議論をします。これが「Quartet」四重奏という、なかなか楽屋オチ

みたいですけども、なかなか練られた番組になっていると思いました。実は一番最後にもってきたの

ですけども、 3月で終わってすぐ4月に2冊本で、ペーパーバックで『私の思考探求1 ．2』という

本になりました。特に30分の番組で、実際は番組の2倍ほどあいさんとトークをしたんですけども、

それらも再現して、資料とか参考文献を加えた形の、でも一応トーク番組の記録をした形での本とし

て出ています。興味があったら、 これは高校生でもちょうどいいようなテーマもありますし、第一回

が私の友人でもあるんですけども、鷲田清一さんという哲学・臨床哲学の方ですけども、モデルの富

永さんと「自分ってなに？」というこれも非常に大変な問題ですけども、謎かけられて、鷲田さんが

なかなかソフトな京都弁でやりとりするといういい番組になっています。文章で読んでも、富永さん

とのキャッチボールもなかなかよくできていて｡それだけではないんですけども、 「戦争はなぜなくな

らないのか」というサヘル・ローズさんの非常にシビアな問いかけとかですね、 30分の番組の中なん

ですけども、よく盛り込まれたものだと思いました。私たちの回は成功したのかは当時者なのでわか

りませんが、あのときああしておけばよかったとかいう後悔ばかり残りますけども。ただ川嶋さんが、

私実はあの番組の出演依頼があって、それまでは名前知りませんでした。娘はさすがに知ってたかな。

そこそこなんですけども。ただ根強いファンはいて、本当に見上げた方なんですけども。撮影したと
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きは、途上国の学校建設の支援に入られていましたけども、その後は、特に3.11以降は被災地に励ま

しのコンサートに赴かれるという活動を続けてらっしゃいます。1986年の、実は誕生日がロールズと

全く一緒だったという偶然の一致なんですけども、 2月21日に生まれて、本当に、産みのお母さんの

事情で児童養護施設に預けられる、そこで裕福だった方に引き取られるんですけども、まずお父さん

が亡くなり、 17歳の時にお母さんが亡くなります。お母さんはあいさんを歌手にデビューさせたい一

心で博多で活動もされていたらしいんですけども、芽が出ないので、お母さんは働きながら仕送り、

という形で、有名なタレント学校である堀越学園に転学させるんですね。その堀越の同級生が、今を

ときめく上戸彩さんです。上戸彩さんは高校生の時から売れていましたので。ところが川嶋さんは下

積み下積み､路上ライブをやってやっとファンがついてくる、しかもその途中でお母さんが亡くなる、

その一番つらいときに作ったのが「雨になる」という「何が正義かわからなくなる」というフレーズ。

私、 とにかくトークの前にあいさんのCDを買い込んでですね。歌詞、曲も聴いて。文章もよく書か

れているので、読んだらたまたま「何が正義かわからなくなる」という詞があったのでそれをディレ

クターに伝えたら、彼女の方からそういう発言になって、ああいうやりとりになりました。わからな

くなるけども、でもやっぱり学校建設のきっかけは、 これもお母さんと博多の中洲のあたりを営業中

に、 ラーメン屋さんに入って見たテレビで、アフリカの子どもたちのことを見た。 これは放っておけ

ない、見過ごせない、仕方が無いではすまない。これはもちろん、あのときのスタジオでの言葉です

けども、でもやはりそれを貫いてらっしやるというのは本物の方だな、 と改めて思いました。確かに

タレントさんがやる活動ですから、偽善とか売名行為とか後ろ指を指されるけども、一人でも聴いて

くれる人がいるなら覚悟をしてやる、 という度胸のすわったというか、私よりはるかに若い歌手さん

なんですけれども、感心して話を聞かせてもらいました。川嶋さんにロールズの話がどの程度伝わっ

たのかはわかりませんけども、私としては精一杯いただいた謎かけに応えてみたつもりです。

大平数子さんの詩は、 これも舞台裏を言うと、吉永小百合さんが毎年8月6日の前に原爆資料を朗

読される企画がずっとあって、 LPなりCDなりに今はなっているんですけども、その「第二楽章」

という作品があって、栗原貞子さんの有名な「生ましめんかな」という詩があるんですけども、そう

いうものと並んで、大平さんの詩が、 ものすごく長い詩なんですけども、そこに「正義とは母さんを

悲しませないことだ」と。 これもちょうどロールズを訳しているときに、活字で改めて見て。もちろ

んロールズの正義は分配の正義ですから、直接「愛」とかなんとかにいかないように工夫はしている

のですけども、いや､改めて通して訳すとですね、 「愛の冒険」という番組の中で引用しましたけども、

ロールズの『正義論』第三部の最後から2つめの節（86節）に出てくる言葉なんですね、研究者とい

うのはいい加減で、出てくるとしても第一部か第二部で、議論が出尽くしているというか、そこしか

読んでいないというか。第三部まで読んで議論をする人がなかなかいないというのがたぶんそれが正

直なところなのだと思うのですけども､ロールズは最後のところで、 「正義と幸せは果たして一致する

のだろうか」というプラトン以来の問いに、なかなかギクシャク、ジグザグなんですけども、発達心

理学をもってきたりだとか、色々苦労されながら応えようとする第三部があるのですけれども、そこ

で「幸福とはなにか」とか、 「幸福と正義は果たして一致するのか」 「正直者はバカをみないのか」こ

れは『国家』にもあるような問いかけですけれども、そういうことに答えてらっしやるところもあっ

て、そういうことを引き出してきたりもしました。 「Q」に関しては色々お伝えしたいこともあるので

すけれども、 もしもこの後時間がとれましたらコメントとか感想とかをいただければと思います。
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残り20分ほど、Ⅲの「民主社会の倫理を教え／学ぶ」という、 レジュメだと4ページ目についてお

話します。教えることによって私たちが学び直したり、あるいは学びほく曇したりすることができた。

これが高校の教科書の執筆の試練と工夫ということです。 これも詳しくは、和田先生にお願いして、

今日の資料に『教育学研究』のペーパーをそのまま印刷してくださって、それに書いてあることなん

ですけども、ポイントだけレジュメの方に抜き書きしました。

「現代社会」をNHKの放送をやっていたこともあって、たまたまお誘いがあって、教育出版から

河合秀和さんのリーダーシップのもとで書きました｡私達は結構頑張って書いたはずなんですけども、

何せ採択率が低くてですね、今日もちょっと悲しかったのですけれども、 ここの教科書も第一学習社

を使ってらしたので｡第一学習社はいいのは知っている、教えやすいのも知っているのですけれども、

あの、教育出版を見直してほしいというか、 ここで営業をやってもしょうがないのですけれども。本

当に採択されなくて、最初は仁科先生も執筆に入ってらしたのですけれども、ついに私達執筆陣が総

入れ替えで、今売られている中には私達の名前が残っているのですけれども、 これも教科書の検定と

採択というのはマーケット・メカニズムが働きますし、色々な思惑とか働いていると思うので、色々

考えさせることがあったのですけども。でも私自身は売れなかった教科書を書くことで、本当に学ぶ

ことができました。

ひとつは、皆さんの中にも執筆に関与された方とか、あるいはユーザーとして各種の教科書と比べ

て読んでらっしやると思うのですけども、学習指導要領はひとつの縛りになっているのですが、 これ

を杓子定規のように守る必要はないんだ、 というのが私たちの教科書のウリでした。つまり、なにを

やったのかというと、最初の班では教育出版だけだったのですけども、 この「民主社会の倫理」は現

社でも倫理でも必ず指導要領に入っているのですが、人間の尊重とか幸福のこととか、 これを教えな

さいという指示があるのですけども、 これはだいたい憲法学習の後にくるんですよね。だいたい日本

国憲法と民主政治を学んで、その復習、添え物というかたちで「民主社会の倫理」が来ます。ここは

色々比べてみましたけれども、本当につまらなかった。もう普通の先生なら飛ばされる単元なのでは

ないだろうかと思います。ですから、 ここをちょっと頑張って、憲法の学習に入る前に「民主社会の

倫理」をおいてみました。つまり人権や民主、デモクラシーについてふれていくんですが、私たちは

小学校の頃から憲法について学習していまして憲法の三大原則の中に基本的人権の尊重があります、

とにかく人権は守らないといけない、 という。 これだと単に詰め込みですよね、機械的にラーニング

するわけなので、それを学びほぐす、unlearnするためには、憲法の前に、憲法で基本的人権が並んで

いますというのを一端忘れるでもいいのですが、教える形をとらないといけない、 と思いました。

もうひとつ、現代社会が2単位になってからかな、少しバージョンが変わって、デイベートで5つ

の項目からいくつか選んでディベートさせるというディベート学習があってですね､はやりがあって、

文科省が入れてきました。しかもこれが、 「地球環境問題」から一応指導要領では始まって、一番最後

のところに「豊かな生活と福祉社会」という一番身近なところに来るのですけれども、私たちの教科

書は、 この順番も別に文科省の並べる通りでなくてもいいんだ、 もちろん確認をした上でなのですけ

れども、 これもひっくり返して、 「地球環境問題」を最後にもっていって、 「豊かな生活と福祉社会」

を私が担当しました。そこは苦労して「豊かさとはなにか」とか書いたりしたのですけれども、お付

けしたペーパーに書いてありますので、中身には入りません。

むしろ、順番をそのようにひっくり返しておいて、 2のところに入りますが、学びほぐしの一つの
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手として、 うまくいったかはぜひ皆さんにご批判、 コメントをいただきたいのですけれども、品詞を

かえるという、別にこれは教科書に書いたわけではなくて、私が執筆して、 もちろん共同ですから先

生方、それから高校の現場の先生方も一緒に読んで下さいますし、編集社も入りますし、議論し合う

のですけれども。その時に、いわゆる抽象名詞、あるいは教科書でいうとゴシック体で、生徒さんは、

その語を覚える、試験に出るという目印になるような重要語句ですよね、だいたいが抽象名詞ですが。

これをできるだけ動詞・形容詞・形容動詞をつかってパラフレーズ、つまり品詞を変えてみる。その

名詞に凝り固まる前に一体どういう言葉のやりとりでこういう価値が､まあ価値ですから現代社会の、

特に「民主社会の倫理」で扱っている言葉は、生まれてきたのかを生徒さんと一緒にたどってみる。

たどれるかどうかはともかくなんですけれども。というので、書き換えてみました。それで、 まず人

権というのを、基本的人権というのは憲法で学んだしね、 というふうにトップ・ダウンで、知識とし

てもってくるのではなくて、 「それを失うと自分が自分でなくなり､それを奪うと相手が相手でなくな

るような大事な事柄が社会を作る前にまずあって」というような説明の仕方をしました。それをまず

一人で守ろうとするとこれは有名なホッブズの職えですが、万人の万人に対する闘争になってしまう

ので、 こういう大事な事柄を守るためだけに、社会を契約としてつくった。社会契約説のイロハと言

えばイロハなんですけれども、これをやはり、もちろん社会契約説といえばホッブズ・ロック・ルソー

で書名を挙げて、ポイントを古典を引用しながら解説するという学びもものすごく大切なのですけれ

ども、 もうひとつはなぜ社会契約説というのが近代をつくったのか。近代のデモクラシーの屋台骨に

なったそれだけ大事な事柄があって、それまでの国家とか社会の作り方だと守ってもらえなかった、

王様たちや宗教的な権力者に踏みにじられるような暮らしがあって、 「守ってよ｣という要求がだんだ

んと言葉に固まっていった。もちろん最後は人権という言葉になって人権宣言をもってフランス革命

が遂行されるわけですけれども、 もっと手前のところで「それを失うと自分が自分でなくなり、それ

を奪うと相手が相手でなくなるような大事な事柄」があるんじゃない？生徒さんどう思う？というの

でもちろんまず命、命があるからどう生きたいああしたいという願いを持てるわけですから。命は入

れるわけですね。生物としての生命というか、食糧が与えられ、生きていますと言う状態が果たして

自分の生きたい生活なのか。やっぱりそこに自由っていう、 自分が決めて選んだ生き方をあるいは幸

福だと思っていることを追求する自由っていうものがないと生きていても甲斐がないということを2

番目に挙げました。生命と自由が大事。もし生命と自由を奪ったら自分が自分でなくなる。それから

相手から生命と自由を奪ったら相手が相手でなくなるのではないか､という一種の思考実験というか、

をして説明してみました。それから「権利」というのも、やはり堅い言葉ですし、 これも独自に書い

たのですけれども、福沢諭吉先生は、 「権」は残すのですけれども、 「利益の利」ではなくて「理屈の

理」を書いて、 しかも「通用する正しさ」で「権理通理」と最初に言い換えていたわけですよね。権

利って本当に訳しにくい言葉なわけです。 これも何か力づくで自分の利益を主張するような権利一文

字面だとそのようになっていますけれども一、 もう一度その要求するのがふさわしい事柄を訴える、

アピールするという動詞として権利という言葉を言い換えたつもりです。それから「責任」というや

つも、 「権利ばかり言わず責任を果たせ」というお説教を私も高校生の時にされましたけれども、その

「責任」という言葉も「responsibility」という言葉に戻せば、相手の権利主張に肯定なり否定の応答

を続けるという動詞なんだ。それから「自由」というのも、川嶋さんに「日本が今自由だと思います

か？」と急に突っ込まれたので、私も答えられなくてブルーハーツでお茶をにごしたら、それを聞い
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ていたディレクターが､私の最初のプロフィールというか､あれはやらせですので私は研究室でブルー

ハーツを聴いているわけではないのですけれども、聴いている風にしたのですが、やはり 「自由」と

いうのを、抽象名詞としてではなくて、～ができる、しかも同じ目標が達成できるというような形で、

もちろん縛りがない消極的な自由もありますけれども、積極的に仲間と目標達成が追求できるという

補助動詞の方に言い換えてみました。これが「品詞を変える」ですし、 「垣根を越える」に関しては時

間もないので。とにかくたまたま現代社会の教科書を書いて、センターでは倫理に関わって、どうし

ても公民科の教科書を比べて読みますが、同じことなのになぜ教科によって、まあこれはもちろん大

学の学部学科のセクショナリズムも悪いんですけれども、それが反映されて、高校の教科書で本来は

高校生にとっては同じ事柄なのに、教科ごとで教え方とかなんかが、教科書は違う、でも現場の先生

は苦労されていると思うんですけれども、 もう少し垣根を壊してみる必要があるのではないかという

ことを書いたのが皆さんにお配りしたペーパーです。

最後10分でまとめますが、 「社会と倫理の学びほぐし」というテーマを本当は「学びほぐす」という

動詞にすればよかったのですけれども、 この言葉の由来・ネタ本は、今は岩波の現代文庫のハンディ

に入っていますけれども、鶴見俊輔さんの『教育再定義への試み』。これだけではなく色々な箇所で使

われているのですが､鶴見さんが不良少年だったわけですよ、日本では卒業できないと親に言われて、

アメリカにわたってハイスクールに言ってハーバードに入学するのですけれども、ハーバードの図書

館でアルバイトをしていたんだそうです。そこに当時有名なへレン・ケラーという障害を負った女性

が来て､彼に話をするのですが､その時に彼女が｢私はハーバードの隣のラドクリフという女子カレッ

ジでたくさんのことを学んできた。 (Ihadlearned)しかし、自分は社会事業家として世界を飛び回っ

て､女子大で学んだことをもう一度unlearnしないといけなかった｡」このunlearnというのは鶴見さ

んがバイトで学生をやっていたときにはよくわからなかった。あまり使わない動詞なのだそうですけ

ども、 unlearnというのは、否定の「un」ではなくて、繰り返すという接頭語です。 unthinkという

動詞があって、これは考えないという意味ではなくて、何度も何度も考えてほく・していくという「un」

なんだそうですね。このunlearnというのは、鶴見さんの非常にわかりやすい例なのですけれども、

いわゆるお仕着せの知識ではなくて、身に付けるという学校教育を受けてくるのですけれども、それ

を一種の－今私は手編みのセーターを着ているわけですけれども－、 このセーターのように考えて、

これを着たときに太ったりやせたり体型が変化する。そうするとセーターの場合であればいったん編

み目をほどいてもう一度毛糸玉にして、新しい体型に合わせて編み直すことができる。この一度学ん

で身に付けた知識をほく．して、自分の身の丈にあったものにするという営みが実はunlearnであるし

unthinkであるという。 これを、 もちろん中等教育できちんとやるのはものすごく難しいと思います

けれども、基本はもちろんlearningですけれども、教える教師の側はどこかでunlearnという姿勢を

もっておかないと、いわゆる知識の一方的なお仕着せになってしまうのではないかと思います。その

学んで学びほぐすという反復行為を、 ここにいらっしゃる方々だけではなく、高校の公民科では心得

ておかないと、いわゆる知識だ、 もちろん知識の伝達は大事なのですけれども、暗記物と変わらなく

なってしまう。もちろん暗記しつつ、暗記した知識を生徒が学びほく．していく手ほどきのようなもの

を教師はしていかないといけないんじゃないかと思っております。

そこでひとつだけ学びほぐしの例として、社会という、 これは高校の公民科を書いた時も色々ほぐ

してみたつもりなのです。 「冒険的企て｣というように教育出版の教科書には何の註もつけないで言い
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換えたのですけれども、実は他ならぬジョン・ロールズが『正義論』の第一節で「社会」というのを、

板書も必要のないように書いておきましたけれども､acooperativeventurefbrmutualadvantageだ

と。社会というのは、ひとりではできない。やはり力を合わせてやるんだけれども、それはventure

だ､つまりこれは社会契約論の発想なのですが､社会を作らない方がよかったかもしれないのですが、

やっぱり社会をつくるぞ、 というほうに賭けるわけです、打って出るわけです。ではなんで打って出

るか。目標がhrなんですね｡ホッブズだったら自然状態のままだったら戦争で皆が共倒れするから平

和の実現のためにというので主権者にリヴァイアサンをぶったてるというストーリーになるわけです

し。ロックだったら自然状態はそこそこ生きていられるのだけれども、いろいろな不便･不都合があっ

て、それを解消するために政治的な社会である国家・政府を樹立する。しかし政府が最初の不都合を

きちんと解消してくれない政府であれば、それにいつでも抵抗．あるいは革命が起こせるという革命

権を持ったうえでのロックの社会契約説ですね。これはアメリカ憲法に反映されているわけですけれ

ども。そういうhrなんですが、brをロールズさんの場合は、mutualadvantage、これはadvantage

は前の状態より比べてましな状態、優位とか利便とか経済学では訳があるのですけれども、あるいは

テニスのルールでのアドバンテージというのもあるわけですけれども、勝利に一歩近いという。そう

いうadvantageは社会契約説だと自然状態に比べてましな、 というのをロールズはこめているので、

そういうふうに訳してみました｡相互の利益というのがもちろん直訳なのですけれども。mutualとい

うのはお互いの利益､助け合いだよねというように読めなくはないのですけれども､やはりmutualに

は裏から言うと、独り占めしないというニュアンスが込められているんですね。ですので、 『正義論』

を最初に出したときはこの訳にしなかったのですけれども、おかげさまで増刷が続いていましてです

ね、最新増刷で第八刷りまでいったのですが、第八刷りでは翻訳ということでそれこそほぐしながら

こう直しました。 「よりましな暮らし向きの､対等な分かち合いを目指す協同の力合わせでの冒険的企

て」と。社会っていうものをつくり、一種の冒険としてつくるというところに絶えず絶えずかえって

いかないと、なんか社会というものは､教科書にも書いたのですけれども、自分が生まれる前からずっ

と続いているびくともしないシステム、 という言葉は高校生にはあまりピンとこないかもしれません

けども、なんか自分の暮らしとはおよそ縁遠い仕組み､それこそ選挙制度とか勉強しないといけない、

それが社会科、現代社会だということになるんですけども。もちろん構語としては学んでいいのです

けれども、大本はそういう冒険的企てとして求められてきた。それを求めたのが「よりましな暮らし

向きの対等な分かち合い」だということで。これは最近の「社会」とか「social」という言葉の語源と

かについての研究でも確認されていることですので。私の2007年cというのは、これは受験生に対す

るガイドブックなのですけれども、 『学問の扉一東京大学は挑戦する』という東大創立130周年記念出

版があってですね、それに各分野の扉を開いてくれるようなエッセイを求められました。そこで私は

「社会・正義・ケアー『ことば』から『倫理』へ」という文章を書いて、そこにも書いたのですけれ

ども、社会にはもともと仲間というsociusという言葉から来ていますし、それと家族・家．あるいは

国とは違う自由なpeople、 freepeople、 unionoffreepeopleが17世紀の時代に求められる。そして

societyという形で求められる。それがcivnsocietyというように形容詞がつくのですけれども。そう

いう言葉の系譜を眺めながら、 もう一度ロールズ流の「よりましな暮らし向きの対等な分かち合いの

冒険的企て」社会を学ぶというのは非常に冒険だし楽しいのですけれども、やはりただ単に受け身で

学んで覚えればすむよ、 というのではなくて、冒険ですから、本当は、社会は面倒なことばかりで作
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らなければよかったということもあり得るのですけれども、一旦つくった社会は自然状態に後戻りで

きないので、そういう辺りも生徒さんとやはり社会契約説をやっていただけたらなと思います。その

辺りもおまけでつけました。たまたま学習指導要領の最後の審議過程に小中学校の社会の専門部会に

呼んで頂いて、 日本文化のところに意見を言うことができて、若干ながら反映することができたとい

うことを1枚の、これも教育出版の宣伝のパンフレットですけれども、 これも併せて読んで頂ければ

と思います。

もう時間なのでやめますが、最後に。高校の社会科、あえて社会科というふうにくくりますけれど

も、先生方に対する期待と注文を申し上げたいと思います。私は今は教育学部ですけれども前は7年

間東北大の哲学科にいて、その前が跡見女子大学の文学部の文化学科というところだったのですが、

やはり学生さんが哲学とかそういうものを考えたいというきっかけをつい聞きたくなるんですね、別

に網羅的な調査とか統計的な処理は全然していないのですけれども、単なるカンなのですけれども、

やはり高校の社会科の先生の影響ってすごく大きいんですよ。これはやはり先生方がちゃんと教育し

て、教育学科なり文学部なりちゃんと送って頂くとですね、もちろんいわゆる現場に出ていく、社会

に出ていくのも大事なのですけれども、ごく一部が研究者なりなんなりになってもらわないと学問は

続いていかないというところがあるので､そのためにも先生方に、これは少し利己的な言い方ですが、

頑張っていただきたいですし、それから最初にちょっと挑発的に読み上げましたが、藤田省三さんの

いわゆる、社会科の教員こそ不良経験を忘れないで生徒と付き合ってもらいたい。私や私の同世代は

まさしく高校暴動世代なのですけれども、名前を挙げた大江一道さんもそうなのですが、そういう跳

ね返りの生徒にちゃんと耳を傾けてくれたのは、やはり社会科の先生でした。まあ国語科も少し来ま

すし、はっきり言えば体育の先生はだいたい私たちを叱り飛ばすというか、そういう動きをされてい

ましたけれども、これもまあ教科によってキャラクターが分かれるのではないのかもしれませんが、で

も高校の社会科というのは､今は地歴公民に分かれていますけれども､何か生徒が社会で仲間をつくっ

て、それは単なる一人の暮らしではなくて、仲間といい暮らしを分け合うという鳥羽ロにいる生徒さ

んだと思います。その生徒さんと日々向かい合っているみなさん

に是非頑張っていただきたいというのが期待と注文ということに

させていただきます。プロフィールの最初の行に私のE-mailを書

いておきましたので、今日はこのあと時間がとれないと思います

ので、 ここではもしご意見があれば、文献を読みたいというので

あればリクエストをくださればお答え致します｡今日の話は終わり

にさせていただきます。どうもありがとうございました。
=yy

罰一

(文責梅澤冬紀）
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